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手
代
と
報
酬

西
坂

靖

は
じ
め
に

一
三
井
越
後
屋
京
本
店
の
宿
持
手
代

二
役
料

三
割
銀

四
預
り
銀
の
利
子

五
預
り
銀
の
蓄
積
過
程

お
わ
り
に

は
じ
め
に

近
世
の
大
商
家
の
奉
公
人
は
、
そ
の
大
部
分
が
店
に
住
込
ん
で
働
い
て
い
た
。
し
か
し
少
数
だ
が
、
昇
進
を
遂
げ
て
住
込
み
の
境
遇
を
脱

し
、
店
外
に
居
宅
を
構
え
て
、
通
勤
し
て
奉
公
す
る
者
た
ち
が
い
た
。
彼
ら
は
宿
持

や
ど
も
ち

手
代
ま
た
は
別
宅
手
代
と
よ
ば
れ
た
（
１
）。
主
家
か
ら
雇
用

宿持手代と報酬（西坂）
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さ
れ
る
立
場
で
は
あ
り
な
が
ら
、
主
家
の
経
営
を
実
質
的
に
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
三
井
越
後
屋
の
宿
持
手
代

を
対
象
と
し
、
彼
ら
が
ど
れ
く
ら
い
の
報
酬
を
得
て
い
た
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
蓄
財
を
な
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
も

の
で
あ
る
。

一
般
に
、
商
家
奉
公
人
に
と
っ
て
、
主
家
か
ら
得
ら
れ
る
報
酬
は
、
自
ら
の
主
体
性
を
保
持
し
た
ま
ま
組
織
・
規
律
へ
服
属
す
る
た
め
の

主
た
る
動
機
・
誘
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
主
家
の
立
場
か
ら
す
る
と
報
酬
は
奉
公
人
の
勤
労
を
調
達
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
の

一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
報
酬
に
関
す
る
検
討
は
、
商
家
奉
公
人
研
究
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
言
え
る
。
し
か

し
、
三
井
越
後
屋
の
奉
公
人
の
報
酬
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
住
込
み
の
手
代
を
対
象
に
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
宿
持
手

代
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
２
）。
筆
者
が
過
去
に
お
こ
な
っ
て
き
た
越
後
屋
の
奉
公
人
研
究
も
、

�都
市
住
民
の
一
分
肢

と
し
て
の
住
込
み
の
奉
公
人
集
団

�と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
住
込
み
を
脱
し
た
宿
持
手
代
に
つ
い
て
の
検
討
は
不
十
分
な
も
の

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
３
）。
し
か
し
な
が
ら
、
宿
持
手
代
が
商
家
奉
公
人
の
頂
上
部
を
占
め
る
存
在
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
に
つ
い
て
も
検
討
し
な

け
れ
ば
商
家
奉
公
人
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

筆
者
は
前
稿
（
４
）に
お
い
て
、
三
井
越
後
屋
京
本
店
の
元
〆
役
を
つ
と
め
た
市
川
忠
三
郎
と
い
う
手
代
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
紹
介
す
る
な

か
で
、
彼
の
宿
持
手
代
期
に
お
け
る
報
酬
と
蓄
財
の
状
況
に
つ
い
て
も
そ
の
一
端
を
示
し
た
。
た
だ
、
忠
三
郎
が
宿
持
手
代
と
し
て
つ
と
め

た
時
期
が
、
た
ま
た
ま
報
酬
関
連
史
料
の
残
存
状
況
が
よ
く
な
い
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
事
例
の
紹
介
と
し
て
は
不
十
分
な

も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
井
越
後
屋
の
京
本
店
を
対
象
に
、
宿
持
手
代
の
報
酬
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
際
、
報
酬
の
種
類
ご
と
に
支
給
額
の
規
程
を
検
討
す
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
支
給
さ
れ
た
額
を
、
個
別
の
手
代
の
事
例
に
即
し
て
確
認

し
て
い
く
と
い
う
手
立
て
を
も
っ
て
、
こ
の
課
題
に
接
近
し
て
い
き
た
い
。
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（
1）

「
宿
持
手
代
」
と
「
別
宅
手
代
」
の
二
つ
の
語
の
う
ち
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
別
宅
手
代
」
の
方
を
用
い
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
か

わ
り
「
宿
持
手
代
」
の
語
を
使
用
す
る
。
「
別
宅
」
は
、
屋
号
と
暖

�印
を
許
さ
れ
た
「
別
家
」
と
混
同
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

も
と
よ
り
史
料
上
は
、
宿
持
手
代
と
別
宅
手
代
の
両
者
は
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
忠
銀
内
建
帳
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史

料
本
一
九
七
八
・
一
九
七
九
）
で
は
、
幕
末
に
至
る
ま
で
「
宿
持
役
料
」
と
記
さ
れ
た
年
季
と
「
別
宅
役
料
」
と
記
さ
れ
た
年
季
が
混
在
す

る
。
精
査
で
き
て
い
な
い
が
、
年
代
が
古
い
史
料
で
は
「
宿
持
」
の
ほ
う
が
多
く
、「
別
宅
」
の
ほ
う
が
新
し
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。

（

2）
三
井
越
後
屋
の
宿
持
手
代
の
報
酬
に
関
し
て
は
、『
三
井
事
業
史
本

�一
』（
一
九
八
〇
年
）
第
三
章
第
一
節
「
大
元
方
の
成
立
と
営
業
店

の
統
合
」
に
お
い
て
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
本
店
の
名
代
に
つ
い
て
役
料
の
年
額
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井

経
営
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
第
三
章
第
三
節
「
京
本
店
の
資
金
組
織
」
に
お
い
て
は
、
宿
持
手
代
の
役
料
・
割
銀
の
概

要
と
店
に
よ
る
管
理
の
あ
り
か
た
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
支
給
額
の
具
体
例
と
し
て
は
文
政
初
年
の
本
店
一
巻
の
宿
持
手
代
二
〇
名
の
役
料
と

割
銀
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

�口
知
子
「
越
後
屋
別
家
上
嶋
家
文
書
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
九
号
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、
別
家
上

嶋
家
の
初
代
七
郎
兵
衛
（
喜
三
兵
衛
）
が
宿
持
手
代
だ
っ
た
時
期
の
報
酬
に
つ
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（

3）
西
坂
靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（

4）
西
坂
靖
「
京
本
店
元
〆
市
川
忠
三
郎
奉
公
履
歴
（
続
）

�別
宅
時
代
（
天
保
七
年
～
慶
応
元
年
）

�」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
一
号
、
二
〇

〇
七
年
）。

一
三
井
越
後
屋
京
本
店
の
宿
持
手
代

三
井
越
後
屋
（
本
店
一
巻
）
は
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
京
都
・
江
戸
・
大
坂
で
九
つ
の
店
舗
を
構
え
、
一
〇
〇
〇
人
を
こ
え
る
奉
公
人
を

抱
え
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
店
々
に
お
い
て
奉
公
人
を
統
括
す
る
働
き
を
な
し
た
の
が
宿
持
手
代
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
三
井
越
後
屋
京

宿持手代と報酬（西坂）
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本
店
に
お
け
る
宿
持
手
代
に
つ
い
て
、
従
来

の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
概
要
を
説
明
し

て
お
き
た
い
。

越
後

屋
の
職

階
に
お
け

る
宿
持
手

代
三

井
越
後
屋
の
奉
公
人
は
、
営
業
を
担
う
「
店 た
な

表 お
も
て」
と
、
肉
体
労
働
・
家
事
労
働
に
従
事
す

る
「
台
所
」
と
に
二
分
さ
れ
る
。
店
表
の
奉

公
人
（
手
代
・
子
供
）
は
、
大
元
〆
を
最
上

位
と
し
、
丸
額
を
最
下
位
と
す
る
職
階
の
階
梯
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
第

1表
は
、
京
本
店
の
店
表
奉
公
人
の
職
階
を
示
し
、
そ
こ
に

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
春
季
に
お
け
る
人
数
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
で
一
番
下
の
⑱
丸
額
か
ら
⑨
支
配
ま
で
が
、
店
に
住
み
込

ん
で
働
い
て
い
る
。
そ
の
上
の
、
⑧
通
勤
支
配
か
ら
①
大
元
〆
ま
で
が
、
本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
宿
持
手
代
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
住
込
み

で
は
な
く
、
店
の
外
に
居
宅
を
構
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
店
に
通
勤
し
て
く
る
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
春
季
に
お
い
て
は
、
住
込
み
の

手
代
・
子
供
が
一
一
四
人
に
対
し
て
、
宿
持
手
代
は
五
人
で
あ
っ
た
。

宿
持
手
代
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以
降
は
、
「
店
々
人
数
留
」
と
い
う
一
連
の
史
料
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

4

第1表 京本店店表奉公人の職

階と人数（文政元年春季）

手
代

名
目

役

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

① 大元〆 �

② 元 〆 2人

③ 加判名代 �

④ 元方掛名代 �

⑤ 勘定名代 1人

⑥ 名 代 1人

⑦ 後 見 1人

⑧ 通勤支配 �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

⑨ 支 配 3人

⑩ 組 頭 6人

⑪ 役 頭 7人

⑫ 上 座 7人

平

47人

⑬ 筆 頭

⑭ 相談役

⑮ 平

⑯ 初 元

子
供 44人

⑰ 角前髪

⑱ 丸 額

出所） ①～⑫は「店々人数留」（三井文庫

所蔵史料 本1093）、⑬～⑱は「賄目

録下付」（三井文庫所蔵史料 本1910）。

注） 職階のうち「～格」（例えば「上座

格」）については丸数字であげること

は省略し、人数は「～」（上座格の場

合は「上座」）に含めた。

⑬～⑯の人数は「賄目録下付」の

手代人数から⑨～⑫を差し引いたも

の。

宿
持
（
別
宅
）

5人
住
込
み

114

人

入店年次

元文元年（1736）

宝暦5年（1755）
宝暦6年（1756）
安永6年（1777）
寛政11年（1799）
文化2年（1805）
文化5年（1808）
文化7年（1810）
文政4年（1821）

享保6年（1721）
享保11年（1726）
享保19年（1734）
寛保2年（1742）
元文元年（1736）
宝暦13年（1763）
安永2年（1773）
寛政3年（1791）
寛政12年（1800）
文化12年（1815）
文政4年（1821）
文政12年（1829）

享保7年（1722）
享保19年（1734）
元文元年（1736）
天明3年（1783）
寛政元年（1789）
天保3年（1832）
天保8年（1837）

安永6年（1777）
天保10年（1839）
天保5年（1834）

寛延2年（1749）
明和4年（1767）
安永9年（1780）
天保9年（1838）
天保7年（1836）

明和4年（1767）
安永3年（1774）
天明2年（1782）
文政4年（1821）
天保8年（1837）

寛保3年（1743）
延享4年（1747）
宝暦13年（1763）
明和5年（1768）

都店々�元方松坂
綴」（三井文庫所蔵

者をとりあげてい
姓。



宿持手代と報酬（西坂）
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第2表 京本店子供出身の宿持手代の最終経歴（享保5年～天保10年入店者）

最終職階 名 前 （初名）［代数］ 最終職階の就任・退職年次 退職
事由

大 元 〆 向崎吉郎兵衛 ［初代］ 寛政11年（1799）～寛政11年（1799）死

元 〆 上島喜三兵衛 ［初代］ 寛政11年（1799）～文政4年（1821）死
元 〆 中塚徳次郎 ［初代］ 文化6年（1809）～文政元年（1818）死
元 〆 泉常右衛門 ［初代］ 文政8年（1825）～天保2年（1831）
元 〆 松山喜十郎 ［初代］ 弘化3年（1846）～嘉永2年（1849）死
元 〆 中塚徳次郎 （吉野）［二代］ 嘉永2年（1849）～安政2年（1855）
元 〆 中井茂兵衛 （棚橋）［二代］ 安政3年（1856）～安政4年（1857）
元 〆 市川忠三郎 ［初代］ 安政3年（1856）～慶応元年（1865）死
元 〆（大元方） 土方次兵衛 （矢島） 明治3年（1870）～明治4年（1871）

加判名代 並川源兵衛 ［初代］ 宝暦6年（1756）～宝暦12年（1762）死
加判名代 赤尾六郎兵衛 ［初代］ 明和2年（1765）～明和5年（1768）死
加判名代 国松清兵衛 ［初代］ 安永3年（1774）～安永6年（1777）死
加判名代 橋井利兵衛 ［三代］ 安永8年（1779）～安永8年（1779）死
加判名代（大元方） 熊谷治右衛門 ［初代］ 天明6年（1786）～寛政3年（1791）
加判名代 橋井利兵衛 （清水）［四代］ 文化6年（1809）～文化14年（1817）
加判名代（大元方） 山田茂助 ［初代］ 文政7年（1824）～天保2年（1831）
加判名代 �川七郎次 ［三代］ 天保3年（1832）～天保3年（1832）死
加判名代（上之店） 向崎吉郎兵衛 （小網）［二代］ 弘化2年（1845）～嘉永5年（1852）
加判名代 井上甚三郎 ［初代］ 安政4年（1857）～安政6年（1859）死
加判名代（上之店） 木村忠兵衛 ［五代］ 慶応2年（1866）～明治3年（1870）
加判名代 吉仲庄太郎 ［初代］ 慶応3年（1867）～明治元年（1868）死

元方掛名代 横江孫右衛門 ［初代］ 宝暦10年（1760）～宝暦10年（1760）死
元方掛名代 川島利右衛門 （稲村）［初代］ 明和8年（1771）～安永6年（1777）
元方掛名代 浅井文右衛門 ［初代］ 安永3年（1774）～天明元年（1781）
元方掛名代 浅井文右衛門 （中林）［二代］ 文政7年（1824）～天保2年（1831）
元方掛名代格 小森伊三次 （山川）［初代］ 文政10年（1827）～文政11年（1827）死
元方掛名代 中井茂兵衛 （御池） 明治2年（1869）～明治4年（1871）死
元方掛名代（大元方） 森 藤五郎 明治3年（1870）～不明

勘定名代 佐々木与三右衛門 ［三代］ 文化8年（1811）～文化11年（1814）死
勘定名代 里田藤兵衛 ［初代］ 明治3年（1870）～不明
勘定名代（大元方） 中塚徳次郎 （河合） 明治4年（1871）～不明

名 代 石川七兵衛 ［初代］ 天明3年（1783）～天明7年（1787）
名 代（上之店） 家城藤吉 ［初代］ 享和2年（1802）～文化2年（1805）死
名 代 横江孫次郎 （沢田）［三代］ 文化8年（1811）～文化12年（1813）死
名 代 上原仙三郎 （北川） 明治2年（1869）～不明
名 代 市川忠三郎 （上島） 明治4年（1871）～不明

後 見 中西宗助 （井上）［三代］ 寛政6年（1794）～寛政9年（1797）
後 見 中西宗助 （松田）［四代］ 享和3年（1803）～文化元年（1804）死
後 見（大元方） 山下嘉十郎 ［二代］ 文化8年（1811）～文化8年（1811）死
後 見 �川七次郎 （井上） 嘉永3年（1850）～嘉永3年（1850）死
後 見 井口七右衛門 明治3年（1870）～不明

通勤支配 松下善五郎 明和4年（1767）～明和5年（1768）
通勤支配 佐々木与三右衛門（高橋）［二代］ 安永元年（1772）～安永元年（1772）死
通勤支配 横江孫右衛門 （�口）［二代］ 天明8年（1788）～天明8年（1788）死
通勤支配 藤田与三兵衛 ［初代］ 寛政7年（1795）～寛政8年（1796）死

出所）「年数控」（三井文庫所蔵史料 本1004）、「支配人承記」（三井文庫所蔵史料 続1165）、「本店筋三
店大元〆ヨリ通勤支配�死去之者法名�姓名録」（三井文庫所蔵史料 本994）、「西京相続講中履歴一
史料 別2570）、『店々役人名鑑』（三井文庫閲覧室資料）。

注） 享保5年（1720）から天保10年（1839）までに京本店に入店した者のうち通勤支配以上に昇進した
る。くわしくは西坂『三井越後屋奉公人の研究』128頁参照。［名前］欄の「（初名）」は奉公開始時の



き
る
（
１
）。
こ
れ
は
、
毎
年
正
月
時
点
に
お
け
る
、
店
々
の
店
表
の
奉
公
人
を
職
階
順
に
記
し
た
名
簿
で
あ
る
。
こ
の
史
料
を
通
覧
す
る
と
、
京

本
店
の
宿
持
手
代
の
人
数
は
多
い
時
で
八
人
、
少
な
い
時
で
三
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宿
持
手
代
の
職
階
は
①
大
元
〆
以
下
、
②
元
〆
、

③
加
判
名
代
、
④
元
方
掛
名
代
、
⑤
勘
定
名
代
、
⑥
名
代
、
⑦
後
見
、
⑧
通
勤
支
配
ま
で
あ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
第

1表
を
み
て
も

わ
か
る
通
り
、
こ
れ
ら
の
職
階
す
べ
て
に
も
れ
な
く
手
代
が
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
京
本
店
の
最
高
位
の
宿
持
手
代

の
職
階
を
み
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
大
元
〆
・
元
〆
で
は
な
い
。
元
〆
が
お
ら
ず
加
判
名
代
ま
た
は
元
方
掛
名
代
の
手
代
が
最
高
位
で
あ

る
時
期
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
２
）。

宿
持

手
代

に
な

る
比

率
筆
者
は
か
つ
て
、
享
保
五
年
（
一
八
二
〇
）
か
ら
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
間
に
京
本
店
に
子
供
と
し
て

入
店
し
た
者
の
う
ち
一
二
三
六
人
を
対
象
に
し
て
、
昇
進
過
程
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
（
３
）。
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
京
本
店
の
通
勤
支
配
役
以

上
の
宿
持
手
代
に
昇
進
し
た
の
は
、
全
体
＝
一
二
三
六
人
（
４
）の
う
ち
、
四
五
人
で
あ
っ
た
。
比
率
に
し
て
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た

宿
持
手
代
に
昇
進
し
た
平
均
年
齢
は
三
九
・
四
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
四
五
人
が
そ
の
後
さ
ら
に
ど
こ
ま
で
昇
進
し
た
か
、
そ
の
最
終
職
階
ご

と
に
示
し
た
の
が
、
第

2表
で
あ
る
。
こ
の
四
五
人
の
う
ち
、
最
終
的
に
京
本
店
で
奉
公
を
終
え
た
者
は
三
六
人
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
元

〆
ま
で
昇
進
し
た
の
は
九
人
で
、
そ
の
う
ち
一
人
は
大
元
〆
ま
で
登
り
つ
め
た
。
ち
な
み
に
明
治
以
後
に
退
任
し
た
九
人
を
除
い
た
三
六
人

に
つ
い
て
見
た
場
合
、
死
亡
に
よ
る
退
任
は
二
三
人
で
あ
る
。
宿
持
手
代
は
文
字
通
り
の
終
身
雇
用
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
皆
が

死
ぬ
ま
で
奉
公
を
続
け
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

宿
持

手
代

の
出

自
京
本
店
の
宿
持
手
代
の
出
自
に
つ
い
て
も
、
筆
者
の
か
つ
て
の
検
討
が
あ
る
。
こ
れ
は
旧
三
井
文
庫
作
成
の
「
本
店

一
巻
重
役
進
退
表
」
か
ら
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
大
元
〆
か
ら
後
見
役
ま
で
の
宿
持
手
代
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
出
自
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
（
５
）。

そ
の
検
討
の
結
果
わ
か
っ
た
の
は
、
基
本
的
に
は
、
京
本
店
の
宿
持
手
代
は
、
子
供
と
し
て
奉
公
を
始
め
た
者
が
昇
進
し
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
６
）。
第

2表
で
は
、
宿
持
手
代
に
は
、
姓
（
名
字
）
が
入
店
時
と
異
な
っ
て
い
る
者
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
第

2表
の
四

6



五
人
中
一
八
人
）
。
こ
れ
は
、
奉
公
す
る
過
程
で
能
力
を
認
め
ら
れ
た
者
が
、
家
督
と
呼
ば
れ
る
有
力
な
別
家
の
養
子
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。
い
っ
ぽ
う
別
家
の
実
子
が
京
本
店
に
子
供
と
し
て
奉
公
し
、
宿
持
手
代
ま
で
昇
進
す
る
事
例
は
多
く
な
い
（
７
）。

（

1）
「
店
々
人
数
留
」
「
店
々
人
数
控
」
「
店
々
人
数
書
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
〇
九
〇
～
一
〇
九
九
）
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
り
、
ａ
明

和
八
年
（
一
七
七
一
）
～
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）、
ｂ
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
～
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）、
ｃ
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

～
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
三
つ
の
期
間
に
つ
い
て
、
越
後
屋
各
店
の
毎
年
の
宿
持
手
代
の
人
数
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
拠
っ
て
、
京
本
店
の

宿
持
手
代
の
人
数
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
ａ
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
か
ら
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
時
期
は
五
人
～
八
人
、
ｂ
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
か
ら
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
は
三
人
～
六
人
、
ｃ
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
は
四
人
～

七
人
と
な
っ
て
い
る
。
委
細
は
、
西
坂
靖
「
越
後
屋
（
本
店
一
巻
）
店
々
奉
公
人
数
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
三
号
、
一
九
八
九
年
）
の
第

12

表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

2）
た
と
え
ば
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
～
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
期
間
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
文
政
五
・
六
年
は
元
方
掛
名
代
、
同
政
七
・

八
年
は
加
判
名
代
、
天
保
二
～
八
年
は
元
方
掛
名
代
、
同
九
・
一
〇
年
は
加
判
名
代
が
最
高
位
の
手
代
で
あ
る
（
西
坂
靖
「
越
後
屋
（
本
店
一

巻
）
店
々
奉
公
人
数
」
第

12表
）
。

（

3）
西
坂
靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』
一
〇
五
～
一
二
一
ペ
ー
ジ
。

（

4）
一
二
三
六
人
は
、
享
保
五
年
（
一
八
二
〇
）
か
ら
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
間
に
京
本
店
に
入
店
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
入
店
時
の
年

齢
が
①
十
七
歳
以
上
ま
た
は
②
不
明
の
者
、
住
込
み
時
代
に
③
越
後
屋
の
他
店
か
ら
中
途
転
入
し
て
き
た
者
、
④
越
後
屋
の
他
店
へ
中
途
転
出

し
た
者
、
ま
た
は
⑤
一
度
退
職
し
た
の
ち
再
勤
し
た
者
を
除
い
た
人
数
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
西
坂
靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』
一
二

八
ペ
ー
ジ
参
照
。

（

5）
西
坂
靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』
一
一
六
～
一
二
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

（

6）
「
本
店
一
巻
重
役
進
退
表
」
か
ら
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
京
本
店
の
宿
持
手
代
に
は
、
大
元
方
や
越
後
屋
の
他
店
の
宿
持
手
代
が
異
動
し
て
き

宿持手代と報酬（西坂）
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た
事
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
子
供
と
し
て
入
店
し
た
も
の
た
ち
と
み
ら
れ
る
。
子
供
か
ら
昇
進
を
遂
げ
て
宿
持
手
代
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
、
例
外
的
な
事
例
と
し
て
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
元
〆
役
に
就
任
し
た
中
西
宗
助
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
れ
は
、
越
後

屋
創
業
の
功
労
者
中
西
宗
助
家
の
三
代
目
で
あ
る
が
、
実
父
は
三
井
家
同
族
の
一
員
の
小
野
田
孝
紀
（
小
野
田
家
二
代
目
）
で
あ
る
。
明
和
七

年
（
一
七
七
〇
）、
三
五
歳
の
時
に
、
名
代
格
と
し
て
京
本
店
に
勤
務
を
は
じ
め
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
没
し
て
い
る
。

（

7）
「
本
店
筋
三
都
店
々

�元
方
松
坂
店
大
元
〆
ヨ
リ
通
勤
支
配

�死
去
之
者
法
名

�姓
名
録
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
九
九
四
）
に
は
、
掲

載
さ
れ
た
宿
持
手
代
に
つ
い
て
襲
名
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
何
代
目
で
あ
る
か
代
数
の
記
載
が
あ
る
。
第

2表
の
［
代
数
］
は
こ
れ
を
も
と

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
代
目
以
降
と
記
さ
れ
、
か
つ
姓
（
名
字
）
が
入
店
時
と
同
じ
も
の
は
、
実
親
が
越
後
屋
の
別
家
で
あ
る
と

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
元
〆
・
元
〆
に
つ
い
て
は
、
実
親
が
別
家
の
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
以
下
に
つ
い
て
は
、

加
判
名
代
の
橋
井
利
兵
衛
（
三
代
目
）
、

�川
七
郎
次
（
三
代
目
）
、
上
之
店
加
判
名
代
の
木
村
忠
兵
衛
（
五
代
目
）
、
勘
定
名
代
の
佐
々
木
与

三
右
衛
門
（
三
代
目
）
、
大
元
方
後
見
の
山
下
嘉
十
郎
（
二
代
目
）
の
五
人
に
つ
い
て
、
実
親
が
別
家
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
右

の
う
ち
、

�川
七
郎
次
（
三
代
目
）
に
つ
い
て
は
、
「
西
京
相
続
講
中
履
歴
一
綴
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

別
二
五
七
〇
）
の
中
の
書
上
げ
で

は
、
実
子
で
は
な
く
「
養
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
奉
公
に
あ
が
る
前
に
養
子
と
な
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
く
わ
し
い
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

二
役

料

前
稿
で
の
市
川
忠
三
郎
の
奉
公
履
歴
に
関
す
る
検
討
結
果
か
ら
、
三
井
越
後
屋
京
本
店
の
宿
持
手
代
が
、
店
か
ら
取
得
し
た
報
酬
と
し
て
、

主
な
も
の
を
三
つ
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
半
季
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
「
役
料
」、
②
三
年
ご
と
の
「
割
銀
」、
さ
ら
に
③
店

が
預
か
っ
た
「
預
り
銀
」
に
つ
け
ら
れ
た
利
子
で
あ
る
（
１
）。

こ
こ
で
は
、
宿
持
手
代
の
報
酬
の
第
一
の
柱
と
し
て
、
半
季
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
役
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
住
込
み
手
代
に
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支
給
さ
れ
る
小
遣
い
・
役
料
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
職
階
ご
と
に
支
給
額
が
定
ま
っ
て
い
る
。
最
初
に
、
役
料
に
関
す

る
規
程
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

寛
政

二
年

の
規

程
十
九
世
紀
前
半
の
京
本
店
に
お
い
て
、
各
職
階
の
宿
持
手
代
は
如
何
ほ
ど
の
額
の
役
料
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
店
々
名
目
役
替
申
渡
覚
控
（
２
）」
と
い
う
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
の
表
題
に
は
「
寛
政

二
歳
庚
戌
秋
ヨ
リ
」
と
い
う
付
記
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は

�寛政
二
年
の
役
料
規
程

�と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
寛
政
二
年
（
一
七

九
〇
）
は
住
込
み
手
代
の
役
料
・
小
遣
い
に
関
す
る
規
程
の
改
訂
が
な
さ
れ
た
年
で
あ
り
（
３
）、
そ
れ
と
同
時
に
宿
持
手
代
の
役
料
規
程
も
改
訂

さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
は
、
大
元
〆
か
ら
後
見
格
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職
階
ご
と
に
就
任
の
際
の
申
渡
書
の
雛
形
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
申
渡
書
の
な
か
に
役
料
の
銀
額
と
そ
の
出
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
冒
頭
に
あ
る
京
本
店
の
大
元
〆

に
つ
い
て
の
記
載
を
以
下
に
示
す
。

京
計

申
渡
覚

一
貴
殿
数
年
来
無
事
相
勤
被
申
、
殊
ニ
年
老
ニ
付
、
大
元
〆
役
申
渡
候

一
右
役
儀
者
格
別
重
キ
役
柄
ニ
候
間
、
承
り
之
店
ハ
勿
論
、
惣
店
々
共
何
角
被
及
熟
談
、
万
端
元
〆
役
と
被
申
合
、
店
々
治
り
方
宜

不
易
繁
昌
申
様
裁
判
可
有
之
候

一
役
料
別
紙
書
付
之
通
申
渡
候
間
、
其
旨
相
心
得
可
被
申
候

右
申
渡
処
仍
而
如
件

年
号
何
年
何
何
月

八
郎
右
衛
門

元
方
印

何
ノ
誰
殿

覚

宿持手代と報酬（西坂）
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一
銀
拾
弐
貫
目
也

壱
ヶ
年
分
役
料

本
店
ニ
而

但
半
季
六
貫
目
宛

両
替
店
ニ
而

元
方
出
し

右
之
通
此
度
申
渡
候
間
其
旨
相
心
得
可
被
申
候
、
以
上

年
号
〃
〃

御
名
前
同
断

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

正
月
廿
三
日

京
本
店

寛
政
十
一
年
未
春

大
元
〆
役
被
仰
付
候

向
崎
吉
郎
兵
衛寛
政
十
一
未
正
月
廿
三
日
死
去

冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
京
計
」
と
は
京
都
限
り
で
あ
る
こ
と
（
＝
江
戸
・
大
坂
の
大
元
〆
は
別
規
程
で
あ
る
こ
と
）
を
示
す
。
最
初
の
「
申

渡
覚
」
の
一
ヵ
条
目
に
は
大
元
〆
に
任
ず
る
こ
と
、
二
ヵ
条
目
に
は
「
不
易
繁
昌
申
様
」
店
々
を
取
り
仕
切
る
べ
き
こ
と
、
三
ヵ
条
目
に
は

役
料
を
与
え
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
役
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
続
く
「
覚
」
に
お
い
て
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一

ヵ
年
で
銀
一
二
貫
目
（
半
季
で
六
貫
目
）
で
あ
る
。
「
元
方
出
し
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
役
料
が
大
元
方
の
負
担
と
し
て
支
出
さ
れ
こ
と
を

示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
本
店
ま
た
は
両
替
店
を
介
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
申
渡
書
の
雛
型
の
後
に
は
、
実
際
に
そ
の
職
階

に
任
じ
ら
れ
た
者
の
就
任
年
次
と
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
以
後
、
大
元
〆
に
就
任
し
た
の
は
、

向
崎
吉
郎
兵
衛
一
人
の
み
で
あ
る
（
第

2表
参
照
）。

各
職
階
の
申
渡
書
に
記
さ
れ
た
役
料
を
ま
と
め
た
の
が
第

3表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
一
ヵ
年
分
役
料
の
最
高
額
は
、
す
で
に
み
た
京

都
の
大
元
〆
の
銀
一
二
貫
目
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
役
料
の
出
所
が
職
階
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
店
一

巻
の
宿
持
手
代
の
場
合
、
勘
定
名
代
か
ら
後
見
格
ま
で
は
す
べ
て
本
店
が
負
担
す
る
が
、
そ
の
上
の
加
判
名
代
・
元
方
掛
名
代
に
つ
い
て
は

10



大
元
方
と
本
店
と
で
分
担
し
、
さ
ら
に
大
元
〆
・
元
〆
に
つ
い
て
は
大
元
方
が
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
本
店
が
出
し
た
役
料
（
店
出
し
）
は
「
忠
銀
内
建
帳
」
に
記
録
さ
れ
（
４
）、
大
元
方
が
出
し
た
役
料
（
元
方
出
し
）
に
つ
い
て
は

「
大
元
方
勘
定
目
録
」
の
「
払
方
」
部
門
の
「
元
〆
名
代
役
料
」
の
項
に
記
さ
れ
る
（
５
）。
現
存
す
る
「
忠
銀
内
建
帳
」
は
、
宝
暦
一
二
年
（
一

七
六
二
）
ま
で

�る
が
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
宿
持
手
代
の
役
料
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
に
「
元
〆
名
代
役
料
」
の

項
目
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
春
季
ま
で

�る
（
６
）。

そ
れ
で
は
、
実
際
の
支
給
額
は
ど
う
か
。
規
程
が
ま
と
め
ら
れ
た
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
は
、
「
忠
銀
内
建
帳
」
が
残
っ
て
い
な
い
年

次
に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
や
や
年
代
が
下
る
が
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

秋
季
に
お
け
る
本
店
一
巻
の
宿
持
手
代
に
つ
い
て
、
そ
の
役
料
を
「
忠
銀
内
建
帳
」

お
よ
び
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
（
「
払
方
」
の
「
元
〆
名
代
役
料
」
）
か
ら
ま
と
め

て
み
た
も
の
が
第

4表
で
あ
る
。
第

3表
と
比
べ
る
と
、
そ
の
規
程
通
り
に
支
給

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
７
）。

隠
勤

・
半

役
料

「
大
元
方
勘
定
目
録
」
の
「
払
方
」
部
門
に
は
、「
元
〆
名
代

役
料
」
の
ほ
か
に
、
「
元
〆
隠
勤
料
、

�名
代
役
合
力
」
と
い
う
支
出
項
目
が
あ

る
。
そ
の
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
秋
季
分
を
ま
と
め
た
の
が
第

5表
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
、
大
元
方
・
元
〆
に
は
「
隠
勤
」
と
い
う
半
ば
引
退
と
い
え
る
勤
務
形

態
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
役
料
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
８
）。「
半
役
料
」

は
、
退
職
し
た
宿
持
手
代
に
対
し
て
、
三
ヵ
年
の
間
、
在
職
中
の
給
銀
の
半
額
が

支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
死
後
半
役
料
」
と
い
う
の
は
在
職
中
に
死
亡
し
た

宿持手代と報酬（西坂）
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第3表 宿持手代の役料規程（寛政2年）

職 階 1ヵ年分役料 出 所

大元〆（京） 銀12貫000匁 元方出し

大元〆（江戸・大坂） 10貫000匁 元方出し

元 〆 9貫000匁 元方出し

加判名代 7貫800匁 元方出し 3貫300匁

店出し 4貫500匁

元方掛名代 7貫200匁 元方出し 2貫700匁

店出し 4貫500匁

勘定名代 5貫250匁 店出し

名 代 4貫500匁 店出し

後 見 3貫750匁 店出し

後見格 3貫500匁 店出し

出所）「店々名目役替申渡覚控」（三井文庫所蔵史料 続1175）。
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第4表 本店一巻宿持手代役料（文化元年秋季）

名 前 （職階） 元方出し 店出し 半季合計 1ヵ年分役料

京本店 上嶋七郎兵衛 （元〆） 銀4貫500匁 銀4貫500匁 銀9貫000匁

中塚徳次郎 （加判名代） 1貫650匁 2貫250匁 3貫900匁 7貫800匁

橋井利兵衛 （元方掛名代） 1貫350匁 2貫250匁 3貫600匁 7貫200匁

佐々木与三右衛門（後見） 1貫875匁 1貫875匁 3貫750匁

江戸三店 大西幸七 （元〆） 4貫500匁 4貫500匁 9貫000匁

中井六兵衛 （加判名代） 1貫650匁 2貫250匁 3貫900匁 7貫800匁

伊東利助 （元方掛名代） 1貫350匁 2貫250匁 3貫600匁 7貫200匁

小林和十郎 （名代） 2貫250匁 2貫250匁 4貫500匁

天田新右衛門 （名代） 2貫250匁 2貫250匁 4貫500匁

増田喜四郎 （後見） 1貫875匁 1貫875匁 3貫750匁

渡辺文五郎 （後見） 1貫875匁 1貫875匁 3貫750匁

飯塚卯兵衛 （後見） 1貫875匁 1貫875匁 3貫750匁

大坂本店 田中覚右衛門 （元方掛名代） 1貫350匁 2貫250匁 3貫600匁 7貫200匁

村井新十郎 （勘定名代） 2貫625匁 2貫625匁 5貫250匁

清水藤十郎 （名代） 2貫250匁 2貫250匁 4貫500匁

清水藤兵衛 （後見） 1貫875匁 1貫875匁 3貫750匁

上之店 中村喜左衛門 （元方掛名代） 1貫350匁 2貫250匁 3貫600匁 7貫200匁

家城藤吉 （名代） 2貫250匁 2貫250匁 4貫500匁

出所）「忠銀内建帳」（三井文庫所蔵史料 本1978）、「大元方勘定目録」（三井文庫所蔵史料 続3033）。

第5表 隠勤料・半役料・死後半役料 �元方出し�（文化元年秋季）

職 階 （所属） 名 前 半季銀額 備 考

当季役料

大元〆隠勤（江戸向店） 松嶋慶翁 4貫500匁

大元〆隠勤（江戸両替店） 桜井了翁 4貫500匁

元〆隠勤 （江戸芝口店） 市川恵教 3貫900匁

半役料
元〆退役 （江戸向店） 宮田貞羽 2貫250匁 当季限り

加判退役 （元方） 木村浄融 1貫950匁 戌春季より子秋季�三ヶ年間

死後半役料

大元〆隠勤（江戸本店） 椙山道仙 2貫250匁 戌秋季より丑春季�三ヶ年間

元方掛 （上之店） �川玄教 675匁 同上

元 〆 （江戸本店） 向井玄道 2貫250匁 亥春季より丑秋季�三ヶ年間

加 判 （江戸両替店） 野田浄因 825匁 子春季より寅秋季�三ヶ年間

出所）「大元方勘定目録」（三井文庫所蔵史料 続3033）。



宿
持
手
代
に
対
し
て
、
同
様
に
三
ヵ
年
の
間
、
在
職
中
の
給
銀
の
半
額
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
９
）。

店
出
し
分
を
記
録
し
た
「
忠
銀
内
建
帳
」
に
も
、
同
様
に
、
退
職
し
た
宿
持
手
代
な
ら
び
に
在
職
中
に
死
亡
し
た
宿
持
手
代
に
対
し
て
、

三
ヵ
年
の
間
の
「
半
役
料
」
の
記
載
が
あ
る
（

�）。

住
込

み
手

代
・

三
井

同
苗

と
の

比
較

宿
持
手
代
の
役
料
の
水
準
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

ま
ず
住
込
み
手
代
と
比
べ
て
み
よ
う
。
第

6表
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
改
訂
さ
れ
た
京
本
店
の
住
込
み
手
代
の
小
遣
い
・
役
料

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
お
い
て
最
高
額
は
、
支
配
本
役
通
勤
の
年
額
銀
三
貫
二
三
〇
匁
で
あ
る
。
第

3表
に
示
し
た
宿
持
手
代

の
役
料
の
最
低
額
は
、
後
見
格
の
年
額
銀
三
貫
五
〇
〇
匁
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
第

6表
の
支
配
本
役
通
勤
と
は
、
大
き
な
懸
隔
な
し
に

�が

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
大
元
〆
（
京
）
の
役
料
（
年
額
銀
一
二
貫
目
）
は
、
初
元
三
年
目
の
小
遣
（
年
額
銀
一
八
〇
匁
）
と
比
べ

る
と
、
約
六
七
倍
と
な
る
。

続
い
て
、
主
家
で
あ
る
三
井
同
苗
（
三
井
家
同
族
）
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
第

7表
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
春
季
・
秋
季
の
「
大

元
方
勘
定
目
録
」
の
「
払
方
」
に
記
さ
れ
た
「
旦
那
衆
御
賄
料
」
の
額
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（

�）。
こ
れ
は
、
三
井
一
一
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の

家
計
を
賄
う
た
め
に
大
元
方
か

ら
半
季
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
定

額
の
資
金
で
あ
る
。
こ
れ
と
第

3表
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
大

元
〆
の
役
料
の
銀
額
（
一
ヵ
年

銀
二
四
貫
目
）
は
、
連
家
の
下

か
ら
二
番
目
で
あ
る
家
原
家
の

宿持手代と報酬（西坂）
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第6表 京本店住込み手代の

役料・小遣規程（寛政2年）

職 階 1カ年分役料・小遣

支配本役通勤 役料 銀3貫230匁

支配格通勤 役料 3貫000匁

支配人五年目 役料 2貫700匁

支配人四年目 役料 2貫400匁

支配人三年目 役料 2貫100匁

支配人二年目 役料 1貫950匁

支配人初年 役料 1貫800匁

支配人並 役料 1貫800匁

組頭格通勤 役料 1貫720匁

組頭五年目 役料 1貫500匁

組頭四年目 役料 1貫200匁

組頭三年目 役料 900匁

組頭二年目 役料 750匁

組頭初年 役料 750匁

役 頭 小遣 450匁

上 座 小遣 350匁

筆 頭 小遣 240匁

相 談 役 小遣 220匁

平五年目 小遣 210匁

平四年目 小遣 200匁

平三年目 小遣 200匁

平二年目 小遣 190匁

平 入 年 小遣 190匁

初元三年目 小遣 180匁

出所）「役料小遣控 五番」（三井文

庫所蔵史料 本1526）、「支配人

承記」（三井文庫所蔵史料 続

1165）、「組頭役承記」（三井文庫

所蔵史料 続1166）。



レ
ベ
ル
に
な
る
。
ま
た
元
〆
の
役
料
（
一
ヵ
年
銀
九
貫
目
）
は
、
連
家
末
尾
の
長
井
家
の

賄
料
よ
り
や
や
少
な
い
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宿
持
手
代
の

役
料
に
つ
い
て
は
、
連
家
の
賄
料
を
念
頭
に
置
き
、
そ
れ
に
準
じ
る
レ
ベ
ル
と
し
て
設
定

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
宿
持
手
代
の
働
き
に
対
す
る
高
い
評
価
を
示
す
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

寛
政

二
年

以
後

の
状

況
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か
ら
あ
と
、
宿
持
手
代
の
役
料
に

変
化
は
あ
る
の
か
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
春
季
の
役
料
が
、

�寛
政
二
年
の
役
料
規

程

�に
則
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
み
た
。
そ
の
あ
と
は
ど
う
か
。
先
に
取
り
上
げ
た
「
店
々

名
目
役
替
申
渡
覚
控
」
に
は
、
後
年
何
度
か
に
わ
た
り
役
料
を
改
訂
し
た
付
箋
が
つ
い
て

い
る
が
、
年
次
が
不
確
か
な
も
の
が
多
く
、
使
い
難
い
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
「
忠

銀
内
建
帳
」
六
番
（
文
久
二
年
～
）
の
末
尾
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
別
宅
役
料
増
減
之
覚
」

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
か
ら
、
慶
応
二
年
（
一
八

六
六
）
に
至
る
間
の
、
役
料
の
増
減
が
記
さ
れ
て
い
る
（

�）。

こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
、
第

8表
で
あ
る
。
職
階
ご
と
に
「
本
建
」
と
称
す
る
も
の
が

14

第7表 三井同苗賄料（文化元年）

春 季 秋 季 1ヵ年分賄料

本
家

八郎右衛門（北家） 銀55貫800匁 銀55貫800匁 銀111貫600匁

三郎助 （伊皿子家） 27貫000匁 27貫000匁 54貫000匁

八郎兵衛 （新町家） 24貫300匁 24貫300匁 48貫600匁

次郎右衛門（室町家） 22貫600匁 22貫600匁 45貫200匁

信三郎 （南家） 20貫250匁 20貫250匁 40貫500匁

元之助 （小石川家） 20貫250匁 20貫250匁 40貫500匁

連
家

則右衛門 （松阪家） 8貫400匁 8貫400匁 16貫800匁

小 川 （小野田家） 7貫500匁 7貫500匁 15貫000匁

宗十郎 （永坂家） 6貫600匁 6貫600匁 13貫200匁

清 蔵 （家原家） 6貫000匁 6貫000匁 12貫000匁

室 町 （長井家） 5貫000匁 5貫000匁 10貫000匁

出所）「大元方勘定目録」（三井文庫所蔵史料 続3032、3033）。

備 考

江戸店々不残類焼
ニ付

駿河町店々類焼

駿河町店々類焼

駿河町店々類焼

諸品凶作格外高直

大塩…ニ而大坂本
店類焼

駿河町店々類焼

大坂本店店開ニ付

御改革御趣意ニ付
…

江戸表至而不商ひ

主中様方大倹約…

米穀諸色高直

駿河町店々…類焼
…大地震

米穀始諸色高直ニ
付

諸品格外高直ニ付

諸品格外高直ニ付

諸色高直ニ付

益々高直ニ付

前代未聞高直ニ付

増したという意味
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第8表 宿持手代の役料の変遷（文化3年～慶応2年）

職 階 元 〆 加 判 元方掛 勘 定 名 代 後 見 通勤支配

本建 本建 本建 本建 本建 本建 本建
時 期 9貫000匁 7貫800匁 7貫200匁 5貫250匁 4貫500匁 3貫750匁 3貫500匁

文化3年（1806）5月
～同8年（1811）春

8掛 8掛 8掛 8掛 8掛 8掛 8掛

文化8年（1811）秋
～文政元年（1818）秋

本建 本建 本建 本建 本建 本建 本建

文政2年（1819）春
～同3年（1820）秋

9.5掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛 本建 本建

文政4年（1821）春
～同6年（1823）秋

本建 本建 本建 本建 本建 本建 本建

文政7年（1824）春
～同10年（1827）秋

9掛 9掛 9掛 9掛 9掛 本建 本建

文政11年（1828）春秋 本建 本建 本建 本建 本建 本建 本建

文政12年（1829）春 9.5掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛 本建 本建

文政12年（1829）秋
～天保4年（1833）秋

9掛 9掛 9掛 9掛 9掛 本建 本建

天保5年（1834）春
～同7年（1836）秋

9.5掛 9.5掛 9.5掛 本建 本建 本建 本建

天保8年（1837）春秋 9掛 9掛 9掛 9掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛

天保9年（1838）春
～同11年（1840）秋

8掛 8掛 8掛 9掛 9掛 9掛 9掛

天保12年（1841）春
～同13年（1842）春

9掛 9掛 9掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛 9.5掛

天保13年（1842）秋
～同14年（1843）秋

8掛 8掛 8掛 9掛 9掛 9掛 9掛

天保15年（1845）春～ 7.5掛 7.5掛 7.5掛 8.5掛 8.5掛 9掛 9掛

嘉永2年（1849）秋～ 7掛 7.25掛 7.5掛 8.5掛 8.5掛 9掛 9掛

嘉永4年（1851）春 （7掛の）（7.25掛の）（7.5掛の）（8.5掛の）（8.5掛の） （9掛の） （9掛の）
0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増

安政3年（1856）春
～同4年（1857）春

5.5掛 5.5掛 5.5掛 6.5掛 6.5掛 7掛 7.5掛

＊安政4年（1857）秋
～文久元年（1861）秋

1割増
＝6.5掛

1割増
＝6.5掛

1割増
＝6.5掛

1割増
＝7.5掛

1.5割増
＝8掛

1.5割増
＝8.5掛

1.5割増
＝9掛

万延元年（1860）秋 （6.5掛の）（6.5掛の）（6.5掛の）（7.5掛の） （8掛の） （8.5掛の） （9掛の）
～文久元年（1861）秋 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増 0.5割増

文久2年（1862）春～ 7.5掛 7.5掛 7.5掛 8.5掛 8.5掛 9.5掛 9.5掛

元治元年（1864）12月 （7.5掛の）（7.5掛の）（7.5掛の）（8.5掛の）（8.5掛の）（9.5掛の）（9.5掛の）
2割増 2割増 2割増 2割増 2割増 2割増 2割増

慶応2年（1866）8月 （7.5掛の）（7.5掛の）（7.5掛の）（8.5掛の）（8.5掛の）（9.5掛の）（9.5掛の）
8割増 8割増 8割増 8割増 8割増 8割増 8割増

慶応2年（1866）12月 （7.5掛の）（7.5掛の）（7.5掛の）（8.5掛の）（8.5掛の）（9.5掛の）（9.5掛の）
13割増 13割増 13割増 13割増 13割増 13割増 13割増

出所）「忠銀内建帳」（三井文庫所蔵史料 本1979）。

注） 役料は年額、銀匁。「掛」は本建に対する割合を示す。

＊印の回の記載については、例えば元〆について「1割増」とあるのを、それ以前の5.5掛を6.5掛に

で理解した（加判以下同じ）。



記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
基
本
的
に

�寛
政
二
年
の
役
料
規
程

�の
額
に
等
し
い
（

�）。
役
料
の
額
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
五
月
に
、
宿
持
手
代
全
員
の
役
料
が
「
チ
掛
」
す
な
わ
ち
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
減
に
な
っ
て
い
る
。
文
化
三
年
三
月
の
江
戸

大
火
に
よ
り
、
江
戸
の
各
営
業
店
舗
が
類
焼
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
措
置
は
文
化
八
年
春
季
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
火
災
・
天
災
を
理
由
に
し
た
減
額
措
置
が
多
く
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）、
文

政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
と
再
三
の
江
戸
店
の
類
焼
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
大
塩
の
乱
に
よ
る
大
坂
店
の
類
焼
。
さ
ら
に
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
の
江
戸
大
地
震
に
よ
る
店
々
の
大
破
・
類
焼
の
際
に
は
、
元
方
掛
以
上
が
「
サ
サ
掛
」（
＝
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
）
と
い
う
最

も
大
幅
な
減
額
が
な
さ
れ
て
い
る
。
災
害
の
ほ
か
、
天
保
改
革
期
以
後
に
は
、
「
御
改
革
趣
意
ニ
付
」
「
江
戸
表
至
而
不
商
ひ
」
「
主
中
様
方

大
倹
約
」
な
ど
を
理
由
に
し
た
減
額
が
な
さ
れ
て
い
る
。
減
額
の
比
率
は
、
文
化
三
年
の
際
の
よ
う
に
一
律
の
場
合
も
あ
る
が
、
元
〆
な
ど

上
位
の
宿
持
手
代
の
減
額
の
比
率
を
大
き
く
す
る
場
合
が
多
い
。

し
か
し
削
減
一
方
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
以
降
に
は
、「
諸
品
凶
作
格
外
高
直
」「
諸
色
高
直
」
な
ど
物
価
高

を
理
由
と
し
て
、
役
料
の
減
額
幅
を
圧
縮
し
た
り
、
さ
ら
に
減
額
し
た
役
料
に
割
増
を
は
か
る
と
い
う
複
雑
な
措
置
が
み
ら
れ
る
。
特
に
開

港
以
降
、
し
ば
し
ば
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
一
二
月
に
は
「
シ
マ
割
増
」
（
＝
一
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
）
と
い
う

極
端
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
宿
持
手
代
の
役
料
削
減
は
簡
単
に
は
貫
徹
し
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

泉
常

右
衛

門
の

事
例

役
料
の
支
給
を
、
個
別
の
宿
持
手
代
に
即
し
て
み
る
と
ど
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
別
稿
で
は
、
幕
末
期
に
元

〆
役
を
つ
と
め
た
市
川
忠
三
郎
を
対
象
に
、
そ
の
役
料
支
給
額
を
検
討
し
た
（

�）。
し
か
し
忠
三
郎
が
後
見
格
か
ら
加
判
名
代
ま
で
を
つ
と
め
た

時
期
に
つ
い
て
は
、
「
忠
銀
内
建
帳
」
が
現
存
し
な
い
期
間
に
あ
た
っ
た
た
め
（

�）、
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
役
料
を
得
て
い
た
の
か
史
料
で
跡
付

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
忠
銀
内
建
帳
」
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
期
間
に
、
宿
持
手
代
と
し
て
の
勤
務
期
間
が

含
ま
れ
て
い
る
者
を
、
検
討
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
着
目
し
た
の
は
文
政
期
に
元
〆
を
つ
と
め
た
泉
常
右
衛
門
で
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あ
る
（

�）。
泉
常
右
衛
門
（
住
込
み
時
の
最
後
の
名
前
は
「
新
九
郎
」
）
は
、
京
本
店
の
支
配
を
つ
と
め
た
あ
と
、
上
之
店
の
後
見
格
と
な
り
、

そ
の
後
ま
た
京
本
店
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
彼
の
宿
持
手
代
と
し
て
の
履
歴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（

�）。

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
正
月
二
〇
日

後
見
格
（
上
之
店
）

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
一
〇
月
二
日

後
見
（
新
九
郎
を
喜
左
衛
門
と
改
め
る
）

宿持手代と報酬（西坂）
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第9表 泉常右衛門の役料（文化2年春季～天保元年秋季）

年 季 店出し 元方出し 役料年額 掛率 職 階

文化2年春季 1,750 	
3,500 1

上之店後見格（1/20）
（1805） 秋季 1,750 	

文化3年春季 1,691.7 	
3,379.7

0.97
（1806） 秋季 1,688 	 0.9 上之店後見（10/2）

文化4年春季 1,688 	
3,376 0.9

（1807） 秋季 1,688 	

文化5年春季 1,688 	
3,376 0.9

（1808） 秋季 1,688 	

文化6年春季 1,688 	
3,376 0.9

（1809） 秋季 1,688 	

文化7年春季 1,800 	
3,600 0.8

上之店名代（3/26）
（1810） 秋季 1,800 	

文化8年春季 1,800 	
4,050

0.8
（1811） 秋季 2,250 	 1

文化9年春季 2,250 	
4,500 1

（1812） 秋季 2,250 	

文化10年春季 2,250 	
4,500 1

（1813） 秋季 2,250 	

文化11年春季 2,250 	
4,500 1

（1814） 秋季 2,250 	

文化12年春季 2,250 	
4,500 1

（1815） 秋季 2,250 	 京本店に戻る（7/26）

文化13年春季 2,250 	
4,875

1
（1816） 秋季 2,625 	 勘定名代（12/24）

文化14年春季 2,625 	
5,250 1

（1817） 秋季 2,625 	

文政元年春季 2,625 	
5,250 1

（1818） 秋季 2,625 	

文政2年春季 2,493.7 213.7
5,272.4

0.95 元方掛見習（6/5）
（1819） 秋季 2,362.5 202.5 0.9

文政3年春季 2,025 1,215
6,480 0.9

元方掛名代（4/26）
（1820） 秋季 2,025 1,215

文政4年春季 2,250 1,350
7,200 1

（1821） 秋季 2,250 1,350

文政5年春季 2,250 1,350
7,200 1

（1822） 秋季 2,250 1,350

文政6年春季 2,250 1,350
7,200 1

（1823） 秋季 2,250 1,350

文政7年春季 2,062.5 1,512.5
7,085

0.92 加判名代（2/16）
（1824） 秋季 2,025 1,485 0.9



文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
三
月
一
六
日

名
代

文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
七
月
二
六
日

京
本
店
へ
転

（
八
月
一
六
日
喜
左
衛
門
を

常
右
衛
門
と
改
め
る
）

文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
一
二
月
二
四
日

勘
定
名
代

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
六
月
五
日

元
方
掛
名
代
見
習

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
四
月
二
六
日

元
方
掛
名
代

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
二
月
一
六
日

加
判
名
代

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
三
月
二
六
日

元
〆

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
正
月
二
八
日

退

天
保
九
年
（
一
八
三
九
）
一
〇
月
三
日

死
没

第

9表
は
、
「
忠
銀
内
建
帳
」
四
番
お
よ
び
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
か
ら
、
泉
常

右
衛
門
が
後
見
格
に
な
っ
て
か
ら
元
〆
を
退
く
ま
で
の
二
六
年
間
（
五
二
季
）
に
つ

い
て
、
半
季
ご
と
に
支
給
さ
れ
た
役
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
各
季
の
銀
額
に

つ
い
て
第

3表
と
照
ら
し
合
せ
る
と
概
ね
符
合
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
第

8表
の
減
額
措
置
と
比
べ
る
と
何
箇
所
か
齟
齬
が
み
ら
れ

る
が
（

�）、
仔
細
は
不
明
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
第

9表
か
ら
、
泉
常
右
衛
門
が
宿
持
手
代
で
あ
っ
た
二
七
年
間
に
得
た
役
料
の
額
を
合
計
す
る
と
、
銀
一
四
八
貫
一
九
五
匁

一
分
に
達
す
る
。
第

10表
は
、
住
込
み
手
代
の
時
期
の
同
人
の
年
褒
美
と
小
遣
い
・
役
料
の
額
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
、

18

年 季 店出し 元方出し 役料年額 掛率 職 階

文政8年春季 � 4,050
8,100 0.9

元〆（3/26）
（1825） 秋季 � 4,050

文政9年春季 � 4,050
8,100 0.9

（1826） 秋季 � 4,050

文政10年春季 � 4,050
8,100 0.9

（1827） 秋季 � 4,050

文政11年春季 � 4,500
9,000 1

（1828） 秋季 � 4,500

文政12年春季 � 4,275
8,325

0.95
（1829） 秋季 � 4,050 0.9

天保元年春季 � 4,050
8,100 0.9

（1830） 秋季 � 4,050

出所）「忠銀内建帳」（三井文庫所蔵史料 本1978）、「大元方勘定目録」（三井文

庫所蔵史料 続3064～続3085）。

注） 役料の単位は銀匁。「掛率」は、第3表の役料を基準額とした比率。
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第
1
図
泉
常
右
衛
門
の
役
料
・
小
遣
い
・
年
褒
美
（
天
明
元
年
～
天
保
元
年
）

出
所
）
第

9
表
・
第

10表
よ
り
作
成
。



第

9表
と
、
こ
の
第

10表
を
あ
わ
せ
て
、
グ
ラ

フ
に
示
し
た
の
が
第

1図
で
あ
る
。
こ
の
グ
ラ

フ
か
ら
は
、
住
込
み
の
時
期
（
天
明
元
年
～
享

和
二
年
）
に
比
べ
て
、
宿
持
手
代
の
時
期
（
文

化
二
年
～
天
保
三
年
）
に
役
料
が
大
幅
に
増
加

し
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
住
込
み
手
代
の
報

酬
に
つ
い
て
は
、
年
数
・
職
階
の
上
昇
に
応
じ

て
額
が
急
カ
ー
ブ
を
描
い
て
上
昇
す
る
と
い
う

年
功
逓
増
的
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
（

�）、
こ
の

傾
向
は
、
宿
持
手
代
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（

1）
西
坂
靖
「
京
本
店
元
〆
市
川
忠
三
郎
奉
公
履
歴
（
続
）

�別
宅
時
代
（
天
保
七
年
～
慶
応
元
年
）

�」。「
役
料
」、「
割
銀
」、「

預
り
銀
の
利

子
」
の
ほ
か
に
、
特
殊
な
役
割
に
対
す
る
報
酬
、
ま
た
は
臨
時
の
報
酬
が
あ
る
。
別
稿
で
検
討
し
た
市
川
忠
三
郎
の
事
例
で
言
え
ば
、
特
殊
な

役
割
な
報
酬
と
し
て
は
「
紀
印
方
」
の
役
料
、
臨
時
の
も
の
と
し
て
は
各
種
の
「
太
儀
料
」
な
ど
が
あ
る
（
前
出
論
文
一
一
七
・
一
一
八
ペ
ー

ジ
ほ
か
）。

（

2）
「
店
々
名
目
役
替
申
渡
覚
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
一
七
五
）。

（

3）
西
坂
靖
『
三
井
越
後
屋
奉
公
人
の
研
究
』
一
六
九
ペ
ー
ジ
。
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第10表 泉常右衛門の年褒美・小遣い・役料（天明
元年～享和2年）

年 年褒美 小遣・役料 職階・年数

天明元年（1781） 丑春御印 45

天明2年（1782） 寅春御印 50

天明3年（1783） 卯春御印 60 小遣 180

天明4年（1784） 辰春御印 60 小遣 190

天明5年（1785） 巳春御印 60 小遣 190

天明6年（1786） 午春御印 65 小遣 200

天明7年（1787） 未春御印 70 小遣 200

天明8年（1788） 申春御印 80 小遣 210

寛政元年（1789） 酉春御印 100 小遣 240

寛政2年（1790） 戌春御印 110 小遣 240

寛政3年（1791） 亥春御印 155 小遣 350 上座・初年

寛政4年（1792） 小遣 350 上座・二年目

寛政5年（1793） 小遣 350 上座・三年目

寛政6年（1794） 小遣 450 役頭・初年

寛政7年（1795） 小遣 450 役頭・二年目

寛政8年（1796） 小遣 450 役頭・三年目

寛政9年（1797） 役料 750 組頭・初年

寛政10年（1798） 役料 750 組頭・二年目

寛政11年（1799） 役料 900 組頭・三年目

寛政12年（1800） 役料 1,800 支配・初年

享和元年（1801） 役料 1,950 支配・二年目

享和2年（1802） 役料 2,100 支配・三年目

出所）「役料小遣控」（三井文庫所蔵史料 本1526）、「惣手代年数

歳々御褒美留」（三井文庫所蔵史料 本1544、本1555）。

注） 単位は銀匁。



（

4）
「
忠
銀
内
建
帳
」
に
お
け
る
役
料
の
記
載
事
例
と
し
て
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
秋
季
の
京
本
店
に
か
か
わ
る
部
分
を
以
下
に
示
す
（「
忠

銀
内
建
帳
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
七
八
）。

一
六
貫
三
百
七
拾
五
匁

京
本
店
宿
持
役
料

セ
〆
セ
舟
サ
シ
ゝ

中
塚
徳
次
郎

〃
橋
井
利
兵
衛

イ
〆
チ
舟
ヱ
サ
ゝ

佐
々
木
与
三
右
衛
門

〆

な
お
符
帳
の
意
味
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
百
千
貫
匁
分
）

イ
セ
マ
ツ
サ
カ
ヱ
チ
ウ
シ
舟
仙
〆
ゝ
入

（

5）
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
の
「
元
〆
名
代
役
料
」
の
記
載
事
例
と
し
て
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
秋
季
の
元
〆
、
加
判
名
代
の
箇
所
を
以
下

に
示
す
（「
大
元
方
勘
定
目
録
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
三
〇
三
三
）。

一
銀
三
拾
八
貫
弐
百
九
拾
七
匁

元
〆
名
代
役
料

内

元
〆
ツ
〆
サ
舟
ゝ
宛

銀
拾
八
貫
目

藤
田
助
右
衛
門

上
嶋
七
郎
兵
衛

脇
田
藤
右
衛
門

大
西
幸
七

当
季
役
料

加
判
イ
〆
カ
舟
サ
シ
ゝ
宛

宿持手代と報酬（西坂）
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銀
六
貫
六
百
匁

酒
井
善
右
衛
門

中
塚
徳
次
郎

中
井
六
兵
衛

西
田
新
四
郎

右
同
断

（
以
下
略
）

（

6）
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
春
季
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
二
八
六
九
）
の
「
元
〆
名
代
役
料
」
の
項
目
に
記
さ
れ

た
宿
持
手
代
と
そ
の
役
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
脇
田
藤
右
衛
門
（
江
戸
本
店
元
〆
）
が
金
一
〇
〇
両
（
一
年
分
）
、
田
牧
藤
兵
衛
（
大
坂

綿
店
元
〆
）・
開
主
善
兵
衛
（
京
本
店
元
〆
）・
小
林
善
次
郎
（
京
本
店
元
〆
）・
松
野
治
兵
衛
（
京
両
替
店
元
〆
）・
中
西
宗
助
（
京
本
店
元
〆
）

が
銀
二
貫
五
〇
〇
匁
、
遠
山
仲
兵
衛
（
江
戸
両
替
店
元
〆
）
が
銀
五
貫
目
（
一
年
分
）、
脇
田
太
右
衛
門
（
江
戸
本
店
名
代
）・
岡
本
伝
右
衛
門

（
京
本
店
元
方
掛
名
代
）・
橋
井
利
兵
衛
（
京
本
店
元
方
掛
名
代
）
が
銀
五
〇
〇
匁
、
細
田
万
次
郎
（
大
元
方
後
見
）
が
銀
五
三
七
匁
五
分
と
な

っ
て
い
る
。
『
三
井
事
業
史

本

�一
』
一
一
〇
ペ
ー
ジ
の
記
述
お
よ
び
そ
の
典
拠
で
あ
る
「
一
家
賄
渡
シ
高

�元
〆
名
代
元
手
銀
役
料
改
申

渡
ス
控
」（
続
二
四
三
〇

�

一
）
と
は
符
合
し
な
い
が
、
仔
細
は
未
検
討
で
あ
る
。

（

7）

�寛
政
二
年
の
役
料
規
程

�

（
第

3表
）
に
つ
い
て
は
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
ま
で

�る
こ
と
が
で
き
る
。
元
方
出
し
分
が
記
載
さ
れ
た

「
大
元
方
勘
定
目
録
」
の
「
元
〆
名
代
役
料
」
に
つ
い
て

�っ
て
み
て
い
く
と
、
元
文
三
年
秋
季
と
元
文
四
年
春
季
の
間
で
変
化
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
（「
大
元
方
勘
定
目
録
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
二
九
〇
五
、
二
九
〇
六
）。
両
季
の
役
料
を
ま
と
め
た
の
が

第

11表
で
あ
る
。

元
文
四
年
春
季
に
は
、
役
料
が
増
額
さ
れ
る
と
と
も
に
、
銀
匁
に
統
一
さ
れ
、
お
お
む
ね
第

3表
と
同
じ
規
程
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
一
方
、
店
出
し
分
に
つ
い
て
は
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
秋
季
ま
で
し
か

�る
こ
と
が
で
き
な
い
。
店
出
し
分
を
記
録
し
た
「
忠
銀

内
建
帳
」
は
二
番
か
ら
後
が
現
存
し
、
そ
の
「
忠
銀
内
建
帳

二
番
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
九
七
七
）
が
始
ま
る
の
が
宝
暦
一
二
年

（
一
七
六
二
）
秋
季
で
あ
る
。
こ
の
季
の
本
店
一
巻
の
宿
持
手
代
の
役
料
を
ま
と
め
た
も
の
が

第

12表
で
あ
る
。
第

3表
と
同
じ
規
程
が
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
「
役
料
小
遣
控
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
五
二
六
）
の
「
覚
」
に
よ
る
と
元
文
四
年
六
月
に
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は
、
元
文
改
鋳
と
越
後
屋
の
売
上
高
増
加
を
理
由
と
し
て
住
込
み
手
代
の
役
料
・
小
遣
い
が
五
割
増
し
に
な
っ
て
い
る
（
西
坂
靖
『
三
井
越
後

屋
奉
公
人
の
研
究
』
一
六
一
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
と
連
動
し
て
、
宿
持
手
代
の
役
料
の
改
訂
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

（

8）
「
元
〆
隠
勤
料
」
に
つ
い
て
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
春
季
の
江
戸
向
店
の
市
川
恵
教
へ
の
支
出
（「
大
元
方
勘
定
目
録
」
三
井
文
庫
所

蔵
史
料
続
三
〇
四
八
）
が
最
後
で
、
以
後
は
見
ら
れ
な
い
。

（

9）
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
春
季
の
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
二
〇
八
四

�一
）
ま
で
、
「
元
〆
隠
勤
料
」
（
ま
た
は

「
元
〆
隠
居
料
」
）
の
項
目
に
、
「
半
役
料
」
（
ま
た
は
「
退

役
後
半
役
料
」
）
、
「
死
後
半
役
料
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

第

2表
掲
載
者
に
つ
い
て
、

�っ
て
み
る
と
、
宝
暦
一
〇

年
（
一
七
六
〇
）
に
死
亡
し
た
元
方
掛
名
代
・
横
江
孫
右

衛
門
、
同
一
二
年
死
亡
の
加
判
名
代
・
並
川
源
兵
衛
、
明

和
五
年
（
一
七
六
八
）
死
亡
の
加
判
名
代
・
赤
尾
六
郎
兵

衛
の
三
人
に
つ
い
て
は
「
死
後
半
役
料
」
で
は
な
く
「
名

跡
江
御
合
力
」
と
い
う
名
目
に
な
っ
て
い
る
。
安
永
持
ち

分
け
期
間
（
安
永
三
年
～
寛
政
九
年
）
に
つ
い
て
は
、
該

当
す
る
記
載
が
な
い
（
大
元
方
加
判
名
代
・
熊
谷
治
右
衛

門
を
除
く
）
。
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
死
亡
の
大
元

〆
・
向
崎
吉
郎
兵
衛
以
後
、
「
死
後
半
役
料
」
と
い
う
名

目
に
な
る
。
な
お
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
退
職
し
た

元
〆
・
泉
常
右
衛
門
、
大
元
方
加
判
名
代
・
山
田
茂
助
に

つ
い
て
は
、
退
役
後
半
役
料
が
支
給
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。

宿持手代と報酬（西坂）
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第11表 宿持手代役料 �元方出し分	（元文3年秋季・元文4

年春季）

名 前 （職階・所属） 元文3年
（1738）秋季

元文4年
（1739）春季

松野八寿 （大元〆・京両替店） 銀4貫000匁 銀6貫000匁

岡本道繁 （大元〆・大坂両替店） 銀4貫000匁 銀6貫000匁

脇田藤右衛門（元〆・江戸本店） 金50両 銀4貫500匁

秋田清兵衛 （元〆・大坂両替店） 銀2貫250匁 銀4貫500匁

春木彦七 （元〆・江戸両替店） 銀3貫000匁 銀3貫375匁

山下甚蔵 （元〆・京本店） 銀3貫000匁 銀4貫500匁

角田多介 （元〆・大坂両替店） 銀3貫000匁 


加東藤助 （元〆・京本店） 銀3貫000匁 銀4貫500匁

岩堀嘉右衛門（元方掛名代・江戸向店） 金15両 銀1貫350匁

山口武兵衛 （元方掛名代・江戸本店） 金15両 銀1貫350匁

丸山弥三兵衛（元方掛名代・京両替店） 金15両 銀1貫350匁

田宮弥七 （元方掛名代・京上之店） 金15両 銀1貫350匁

橋井利兵衛 （元方掛名代・京本店） 金15両 


細田万次郎 （名代・大元方） 銀1貫500匁 銀2貫250匁

森田儀右衛門（名代・大元方） 銀1貫500匁 銀2貫250匁

遠山仲兵衛 （名代・江戸両替店） 金2両2分 銀 225匁

加藤宗次郎 （後見・江戸両替店） 
 銀 225匁

掛川弥七 （後見・伊勢松坂店） 金10両 銀1貫000匁

出所）「大元方勘定目録」（三井文庫所蔵史料 続2905、2906）。



こ
れ
は
、
文
政
縺
合
一
件
に
関
し
、
こ
の
二
人
と
京
両
替
店
元
〆
の
松
野
市

郎
兵
衛
が
、
重
役
手
代
と
し
て
家
事
縺
合
い
の
責
任
を
問
わ
れ
、
退
職
と
な

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
（
『
三
井
事
業
史

本

�一
』
五
五
八
ペ
ー

ジ
）。

（

10）
「
忠
銀
内
建
帳
」
六
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
九
七
九
）
の
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
春
季
分
に
は
、
「
イ
〆
ウ
舟
ツ
シ
カ
入
マ

吉
仲
恵
芳
」

と
い
う
半
役
料
に
相
当
す
る
支
出
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
年
季
よ
り
あ
と
に
は

な
い
。
第

2表
掲
載
者
に
つ
い
て
み
る
と
、

�る
こ
と
が
で
き
る
上
限
で
あ

る
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
死
亡
の
加
判
名
代
・
並
川
源
兵
衛
に
お
い

て
、
す
で
に
「
半
役
料
」
と
い
う
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
「
忠
銀
内
建

帳
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
七
七
）。

（

11）
天
保
期
以
降
の
旦
那
衆
御
賄
料
の
額
の
変
化
に
つ
い
て
は
賀
川
隆
行
『
近

世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
二
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
三
井
同
苗
に
支
払
わ
れ
る
の
は
「
旦
那
衆
御
賄
料
」
だ
け
で
は
な
い
。
文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）
秋
季
の
「
大
元
方
勘
定
目
録
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
三
〇
三
三
）
の
「
払
方
」
に
は
、「
旦
那
衆
御
賄
料
」
銀
二
〇
三

貫
七
〇
〇
匁
の
ほ
か
に
、
「
旦
那
衆
御
隠
居
料
」
銀
三
貫
三
六
〇
匁
、
「
旦
那
衆
御
惣
領
御
末
子
御
娘
方
分
入
用
銀
」
銀
二
九
貫
二
〇
〇
匁
、

「
旦
那
衆
名
目
役
料
」
金
一
六
両
と
銀
三
七
貫
二
三
六
匁
五
分
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

（

12）
「
忠
銀
内
建
帳
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
七
九
）。「
別
宅
役
料
増
減
之
覚
」
は
、
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
ま
で
と
、
そ
れ
以
降

の
記
載
の
さ
れ
方
が
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
ん
天
保
一
五
年
ま
で
の
増
減
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
そ
の
後
の
措
置
を
付
け
加
え
て
い

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
全
文
を
示
せ
ば
以
下
の
通
り
。

別
宅
役
料
増
減
之
覚

文
化
三
寅
三
月
四
日
江
戸
高
縄
よ
り
出
火
之
節
、
江
戸
店
々
不
残
類
焼
ニ
付
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第12表 本店一巻宿持手代役料 �店出し分�

（宝暦12年秋季）

名 前 （職階） 役 料

京本店 赤尾六郎兵衛（元方掛名代） 銀2貫250匁

国松清兵衛 （名代） 2貫250匁

川島利右衛門（後見） 1貫875匁

向崎吉郎兵衛（後見） 1貫875匁

浅井文右衛門（後見） 1貫875匁

江戸三店 最上伊右衛門（加判名代） 2貫250匁

吉田勘兵衛 （元方掛名代） 2貫250匁

�口市郎兵衛（元方掛名代） 2貫250匁

大川幸右衛門（名代） 2貫250匁

松島多助 （名代） 2貫250匁

吉田与三兵衛（後見） 1貫875匁

伊藤久右衛門（後見） 1貫875匁

大坂本店 奥村次右衛門（名代） 2貫250匁

出所）「忠銀内建帳」（三井文庫所蔵史料 本1977）。



文
化
三
寅
五
月
よ
り
同
八
未
春
季

�

何
れ
も
チ
掛

同
年
未
秋
季
よ
り
文
政
元
寅
秋
季

�

本
建

但
し
七
ヶ
年
半
之
間

文
政
二
卯
二
月
廿
九
日
本
町
一
丁
目
北
側
よ
り
出
火
、
駿
河
町
店
々
類
焼

文
政
二
卯
春
季

元
〆
よ
り
名
代

�

ウ
サ
掛

後
見
已
下

本
建

文
政
二
卯
秋
よ
り
同
三
辰
秋

�

元
〆
よ
り
名
代

�

ウ
掛

後
見
已
下

本
建

同
四
巳
春
よ
り
同
六
未
秋

�

本
建

三
ヶ
年
間

文
政
七
申
二
月
朔
日
神
田
三
河
町
一
町
目
よ
り
出
火
、
駿
河
町
店
々
類
焼

文
政
七
申
春
よ
り
同
十
亥
秋

�

元
〆
よ
り
名
代

�

ウ
掛

後
見
已
下

本
建

同
十
一
子
春
秋

本
建

文
政
十
二
丑
三
月
廿
一
日
神
田
佐
久
間
町
よ
り
出
火
、
駿
河
町
店
々
類
焼

文
政
十
二
丑
春
季

元
〆
よ
り
名
代

�

ウ
サ
掛

後
見
已
下

本
建

同
丑
秋
季
よ
り
天
保
四
巳
秋
季

�

元
〆
よ
り
名
代

�

ウ
掛

後
見
已
下

本
建

巳
秋
季
諸
品
凶
作
格
外
高
直
ニ
付
、
別
段
サ
歩
増
被
下
置
候

天
保
五
午
春
よ
り
同
七
申
秋

�

元
〆
よ
り
元
方
掛

�

ウ
サ
掛

勘
定
名
代
已
下

本
建

宿持手代と報酬（西坂）
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申
秋
季
諸
品
凶
作
ニ
付
格
外
高
直
ニ
付
、
別
段
サ
歩
増
被
下
置
候

天
保
八
酉
二
月
十
九
日
大
坂
天
満
与
力
大
塩
平
八
郎
乱
亡
変
火
ニ
而
、
大
坂
本
店
類
焼
、
土
蔵
四
ヶ
所
共

天
保
八
酉
春
秋

元
〆
よ
り
勘
定
名
代

�

ウ
掛

名
代
已
下

ウ
サ
掛

天
保
九
戌
四
月
十
七
日
本
小
田
原
町
よ
り
出
火
、
駿
河
町
店
々
類
焼

天
保
九
戌
春
よ
り
同
十
一
子
秋

�

元
〆
よ
り
元
方
掛

�

チ
掛

勘
定
名
代
已
下

ウ
掛

同
子
十
一
月
八
日
大
坂
本
店
見
世
開
ニ
付

天
保
十
二
丑
春
よ
り
同
十
三
寅
春

�

元
〆
よ
り
元
方
掛

�

ウ
掛

勘
定
名
代
已
下

ウ
サ
掛

此
度
御
改
革
御
趣
意
ニ
付
諸
品
直
下
ケ
被
仰
出
、
依
之
三
都
店
々
諸
代
呂
物
不
残
大
札
引
ニ
相
成
、
心
痛
千
万
苦
々
敷
、
就
右

同
十
三
寅
秋
よ
り
同
十
四
卯
秋

�

元
〆
よ
り
元
方
掛

�

チ
掛

勘
定
名
代
已
下

ウ
掛

右
御
趣
意
ニ
付
、
寅
卯
共
肝
心
江
戸
表
至
而
不
商
ひ
、
三
店
共
引
勘
定
打
続
不
詰
千
万
苦
々
敷
、
重
々
奉
恐
入
候
、
右
ニ
付
功
納
建
之

通
難
出
来
、
乍
残
念
不
得
止
事
相
談
之
上
三
ヶ
年
之
間
セ
割
減
少
之
儀
御
願
申
上
候
所
、
御
聞
済
之
上
左
ニ

天
保
十
五
辰
春
よ
り

元
〆
よ
り
元
方
掛

�

ヱ
サ
掛

勘
定
名
代
、
平
名
代
チ
サ
掛

後
見
、
通
勤
支

ウ
掛

但
し
預
り
銀
マ
シ
〆
ゝ

�、
月
チ
朱
之
処
、
改
カ
朱
、
其
余
是

�之
通

一
弘
化
三
丙
午
正
月
十
五
日
江
戸
本
郷
丸
山
よ
り
出
火
、
忽
大
火
ニ
相
成
、
駿
河
町
店
々
御
抱
屋
敷
数
多
御
類
焼
、
近
来
大
難
打
続
絶

言
語
重
々
奉
恐
入
候
、
就
右
別
宅
役
料
減
方
御
願
奉
申
上
候
所
、
是

�追
々
引
方
ニ
相
成
居
候
ニ
付
、
是

�之
通
ニ
居
置
候
様
被
仰
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下
、
御
仁
恵
之
御
儀
重
々
難
有
奉
存
候

一
本
店
筋
近
来
不
商
ひ
ニ
付
、
季
々
大
録
大
不
整
ニ
付
心
痛
千
万
苦
々
敷
奉
存
候
、
就
右
近
来
倹
約
相
建
罷
在
候
へ
共
猶
又
相
談
之
上
、

嘉
永
二
酉
四
月
よ
り
本
店
筋
店
々
大
倹
約
相
建
、
万
端
質
素
相
守
、
何
分
商
事
相
励
上
目
録
出
来
工
面
よ
く
相
整
候
様
駈
引
罷
在
候

尤
倹
約
建
帳
別
帳
ニ
認
在
之
候
事

一
嘉
永
二
酉
六
月
御
申
渡
書
之
通
、
此
度
主
中
様
方
大
倹
約
御
建
、
是

�御
賄
料
御
減
方
之
上
猶
亦
此
度
御
減
少
、
是

�之
三
ツ
割
弐

ツ
分
ニ
而
御
賄
被
遊
、
万
事
御
取
縮
御
質
素
ニ
可
被
遊
段
被
仰
出
、
時
節
ト
ハ
乍
申
何
共
重
々
奉
恐
入
一
統
奉
恐
縮
候
、
右
ニ
付
別

宅
役
料
減
方
之
儀
御
願
奉
申
上
候
所
、
是

�追
々
相
減
在
之
儀
ニ
付
是

�之
通
ニ
居
置
候
様
被
仰
下
、
御
仁
恵
之
御
儀
一
統
難
有
奉

存
候
、
然
ル
ニ
元
〆
加
判
名
代
者
結
構
頂
戴
仕
罷
在
候
儀
ニ
付
冥
加
之
程
も
奉
恐
入
、
猶
亦
相
談
之
上
八
月
二
日
御
寄
会
之
節
再
願

を
以
、
元
〆
役
イ
割
方
、
加
判
名
代
サ
歩
方
御
減
少
、
已
下
ハ
是

�通
ニ
御
居
置
被
為
成
下
候
様
御
願
申
上
候
所
、
御
相
談
之
上
御

意
被
下
候
ニ
者
、
当
秋
よ
り
左
之
通

元
〆
役
サ
歩
方
減
少

改
ヱ
掛

加
判
名
代
セ
歩
サ
方
減
少
改
ヱ
セ
サ
掛

右
之
通
被
仰
付
、
難
有
御
請
申
上
候

一
江
戸
店
々
別
宅
地
代
之
儀
、
近
来
者
役
料
減
し
方
法
掛
ニ
而
、
重
役
ニ
相
成
候
ニ
随
ひ
地
代
相
減
有
之
、
右
ニ
而
者
何
共
気
之
毒
存
候

ニ
付
、
当
節
柄
ニ
者
候
得
共
其
段
御
伺
申
上
候
所
、
御
仁
恵
を
以
何
れ
茂
ウ
掛
ニ
可
致
遣
段
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
則
右
之
趣
江
戸

表
へ
及
通
達
候
事

嘉
永
三
戌
四
月

一
嘉
永
四
亥
春
季
米
穀
始
諸
色
高
直
ニ
付
前
書
掛
法
高
之

サ
歩
方
別
増
被
下
置
候

一
安
政
元
寅
年
十
二
月
江
戸
駿
河
町
店
々

�御
抱
屋
敷
数
箇
所
御
類
焼
、
同
弐
年
卯
十
月
江
戸
表
前
代
未
聞
之
大
地
震
有
之
、
店
々
大

破
損
土
蔵
向
等
者
半
潰
同
様
、
御
抱
屋
敷
向
同
断
、
中
ニ
者
皆
潰
類
焼
之
庭
所
も
不
少
、
誠
ニ
以
絶
言
語
候
次
第
、
依
之
近
来
段
々

宿持手代と報酬（西坂）
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御
倹
約
之
上
ニ
候
得
共
猶
亦
御
相
談
之
上
、
御
宅
々
御
賄
料
元
建
之
サ
掛
、
御
連
家
之
分
サ
サ
掛
ニ
し
て
御
渡
方
ニ
相
成
、
宿
持
手

代
役
料
減
方
被
仰
渡
候
処
、
左
之
通

安
政
三
辰
春
季
よ
り
同
四
巳
春
季

�

元
〆
よ
り
元
方
掛
名
代

�

サ
サ
掛

家
原
、
永
井
共

勘
定
名
代
、
平
名
代

カ
サ
掛

後
見

ヱ
掛

通
勤
支
配

ヱ
サ
掛

一
安
政
三
辰
春
よ
り
三
ヶ
年
之
間
如
前
書
御
建
、
未
年
限
相
建
不
申
、
江
戸
表
商
用
向
迚
も
今
ニ
難
乗
立
候
得
共
、
米
穀
始
諸
色
高
直

ニ
付
、
格
別
之
思
召
を
以
、
左
之
通
被
仰
渡
候

安
政
四
巳
秋
よ
り
文
久
元
酉
秋
季

�

元
〆
よ
り
勘
定
名
代

�

イ
割
増

家
原
、
長
井
共

平
名
代
よ
り
通
勤
支

�

イ
割
サ
歩
増

右
之
通
十
一
月
十
六
日
元
方
御
寄
会
之
上
、
被
仰
渡
候

一
万
延
元
年
申
秋
季
よ
り
文
久
元
酉
秋
季

�、
米
穀
始
諸
色
格
外
高
直
ニ
付
、
前
書
掛
法
高
之
サ
歩
増
被
仰
渡
候

一
江
戸
表
商
用
向
に
今
難
乗
立
、
季
々
目
録
不
整
ニ
候
得
共
、
諸
品
格
外
之
高
直
ニ
付
、
格
外
之
思
召
を
以
、
文
久
二
戌
四
月
二
日
元

方
御
寄
会
之
上
、
左
之
通
被
仰
渡
候

文
久
二
戌
春
季
よ
り

元
〆
よ
り
元
方
掛
名
代

�

ヱ
半
掛

勘
定
名
代
、
平
名
代

チ
半
掛

後
見
、
通
勤
支
配

ウ
半
掛

一
元
治
元
年
子
極
月
元
方
御
寄
会
之
上
、
諸
色
高
直
ニ
付
前
書
掛
法
之
上
に
セ
割
増
被
仰
付
候
処
、
其
後
益
々
高
直
ニ
付
、
慶
応
二
年

寅
七
月
二
日
御
寄
会
之
砌
、
チ
割
方
増
被
仰
付
、
然
ル
ニ
其
後
都
而
米
穀
始
日
用
之
品
々
猶
々
引
上
、
前
代
未
曾
有
高
直
ニ
付
、
慶

応
二
年
寅
極
月
御
寄
会
シ
マ
割
方
増
被
仰
付
重
々
難
有
奉
存
候
、
尤
詰
切
之
者
者
チ
割
増
也
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（

13）
た
だ
し
通
勤
支
配
の
役
料
の
額
は
、
第

3表
の
後
見
格
の
額
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。

（
14）

西
坂
靖
「
京
本
店
元
〆
市
川
忠
三
郎
奉
公
履
歴
（
続
）

�別
宅
時
代
（
天
保
七
年
～
慶
応
元
年
）

�」
第

19表
・
第

28表
。

（

15）
「
忠
銀
内
建
帳
」
は
、
簿
冊
番
号
で
い
う
と
四
番
、
年
次
で
い
う
と
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
の
期
間

が
欠
け
て
い
る
。

（

16）
泉
常
右
衛
門
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
八
月
一
三
日
、
一
三
歳
の
時
に
奉
公
を
始
め
た
。
初
名
は
泉
栄
太
郎
。
親
は
下
立
売
油
小
路
西

入
町
の
泉
常
三
で
あ
る
（「
奉
公
人
抱
帳
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
四
三
二
）。
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
元
服
し
、
庄
六
、
新
九
郎
と

名
を
改
め
て
、
寛
政
六
年
正
月
に
役
頭
、
同
九
年
七
月
に
組
頭
、
同
一
二
年
正
月
に
支
配
と
な
り
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
二
月
に
望
性
銀

一
九
貫
目
を
申
渡
さ
れ
て
い
る
（「
手
代
元
手
申
渡
控
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
別
一
六
五
一
）。

（

17）
『
店
々
役
人
名
鑑
』
（
三
井
文
庫
閲
覧
室
資
料
）
。
没
年
は
「
本
店
筋
三
都
店
々

�元
方
松
坂
店
大
元
〆
ヨ
リ
通
勤
支
配

�死
去
之
者
法
名

�

姓
名
録
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
九
九
四
）
に
よ
る
。
な
お
注
（

9）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
泉
常
右
衛
門
の
退
職
は
、
文
政
縺
合
一
件
に

関
し
、
天
保
元
年
一
二
月
に
紀
州
藩
か
ら
出
さ
れ
た
裁
決
に
基
づ
き
、
本
店
一
巻
の
手
代
を
代
表
し
て
、
家
事
縺
合
い
の
責
任
を
負
っ
た
こ
と

に
よ
る
（『
三
井
事
業
史
本

�一
』
五
五
八
ペ
ー
ジ
）。

（

18）
た
と
え
ば
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
秋
季
か
ら
同
六
年
秋
季
は
、
第

8表
に
よ
れ
ば
八
掛
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
九
掛
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
一
方
、
文
政
二
年
秋
季
・
同
三
年
春
季
は
第

8表
に
よ
れ
ば
九
五
掛
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
九
掛
に
な
っ
て
い
る
。

（

19）
友
部
謙
一
・
西
坂
靖
「
労
働
の
管
理
と
勤
労
観

�農
家
と
商
家
」
『
講
座
・
日
本
経
営
史
』
第
一
巻
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）

一
二
二
ペ
ー
ジ
。

三
割

銀

宿
持
手
代
の
報
酬
の
第
二
の
柱
は
、
「
割
銀
」
で
あ
る
。
越
後
屋
（
本
店
一
巻
）
で
は
、
三
年
ご
と
の
大
勘
定
の
際
に
、
上
座
以
上
の
名

宿持手代と報酬（西坂）
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目
役
手
代
を
対
象
に
し
て
、
利
益
金
の
分
配
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
が
割
銀

で
あ
る
（
１
）。
利
益
金
の
一
〇
分
の
一
を
分
配
し
た
こ
と
に
よ
り
十
分
の
一
褒

美
銀
と
も
よ
ば
れ
る
（
２
）。
割
銀
の
額
は
本
店
一
巻
の
経
営
業
績
に
連
動
す
る

も
の
で
あ
り
、
店
の
経
営
を
中
心
的
に
担
う
名
目
役
手
代
た
ち
か
ら
自
発

的
な
精
勤
・
勤
続
を
導
き
出
す
誘
因
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

個
々
の
手
代
に
与
え
ら
れ
る
割
銀
の
額
は
、
手
代
の
職
階
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
歩
数
に
、
一
歩
あ
た
り
の
銀
額
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

決
ま
る
。
こ
の
一
歩
当
た
り
の
銀
額
は
、
割
銀
の
原
資
を
全
体
の
歩
数
（
名
目
役
手
代
各
自
の
歩
数
の
総
計
）
で
割
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
出

さ
れ
る
が
、
そ
の
額
は
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
分
子
と
な
る
割
銀
の
原
資
が
三
年
間
の
経
営
業
績
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
変
動
す
る

こ
と
、
ま
た
分
母
と
な
る
全
体
の
歩
数
も
配
分
を
受
け
る
本
店
一
巻
の
名
目
役
手
代
の
人
数
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
職

階
ご
と
の
歩
数
の
ほ
う
は
定
ま
っ
て
い
る
の
で
、
同
一
職
階
・
同
一
年
数
の
手
代
で
あ
れ
ば
、
甲
乙
な
く
同
額
の
割
銀
が
与
え
ら
れ
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。

享
保

一
六

年
の

歩
数

規
程

割
銀
の
歩
数
に
つ
い
て
の
規
程
と
し
て
は
、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
「
名
目
役
歩
数
規
矩
録
」
が

あ
る
（
３
）。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
第

13表
で
あ
る
。
元
〆
の
歩
数
は
「
凡
四
十
五
歩
」
で
、
最
も
少
な
い
上
座
の
「
凡
二
歩
半
」
の
一
八

倍
に
な
る
。
ち
な
み
に
役
料
・
小
遣
の
規
程
で
、
元
〆
と
上
座
を
比
べ
て
み
る
と
、
元
〆
の
役
料
は
上
座
の
小
遣
の
二
六
倍
と
な
る
。
割
銀

の
ほ
う
が
、
職
階
に
よ
る
開
き
が
小
さ
い
。

泉
常

右
衛

門
の

事
例

そ
れ
で
は
、
実
際
の
支
給
額
は
、
第

13表
の
規
程
と
符
合
す
る
の
か
。
こ
こ
で
も
泉
常
右
衛
門
に
即
し
て
、
割
銀

支
給
の
状
況
を
追
っ
て
み
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
「
三
ヶ
年
歩
数
控
」
と
い
う
史
料
で
あ
る
（
４
）。
三
年
勘
定
の
た
び
に
作
ら
れ
た
割
銀

関
係
の
史
料
の
ひ
と
つ
で
、
上
座
以
上
の
名
目
役
手
代
一
人
一
人
に
つ
い
て
支
払
う
割
銀
が
計
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
享
保
一

30

第13表 京本店名

目役手代の歩数

規程（享保16年）

職 階 歩 数

元 〆 凡45歩

加判名代 凡30歩

元方掛名代 凡25歩

勘定名代 凡21歩半

名 代 凡18歩

後 見 凡13歩

宿持支配人 凡11歩

店支配人 凡9歩半

支配人並 凡7歩半

組 頭 凡6歩

役 頭 凡4歩

上 座 凡2歩半

出所）「名目役歩株規矩

録」（『三井事業史

資料�一』資料31）

より作成。



六
年
（
一
七
三
一
）
以
降
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
ま
で
の
三
年
勘
定
に
お

け
る
割
銀
が
明
ら
か
に
で
き
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
泉
常
右
衛
門
の
、
住
込
み

時
代
・
宿
持
時
代
の
割
銀
の
歩
数
の
変

化
を
ま
と
め
た
の
が
第

14表
で
あ
る
。

常
右
衛
門
の
歩
数
に
つ
い
て
第

13表
の

規
程
と
比
べ
て
み
る
と
、
第

14表
の
う

ち
、
住
込
み
時
代
の
①
か
ら
④
は
、
い

ず
れ
も
三
年
に
わ
た
っ
て
同
じ
職
階
に

あ
っ
た
の
で
、
第

13表
で
示
さ
れ
た
歩

数
と
き
れ
い
に
一
致
し
て
い
る
。
宿
持

時
代
に
つ
い
て
は
、
⑧
文
化
九
年
～
同

一
一
年
（
申
酉
未
）
の
名
代
の
時
期
、

⑪
文
政
四
年
～
同
六
年
（
巳
午
未
）
の

元
方
掛
の
時
期
は
、
三
年
に
わ
た
っ
て

同
じ
職
階
に
あ
っ
た
の
で
、
第

13表
の

名
代
お
よ
び
元
方
掛
名
代
の
歩
数
と
同

宿持手代と報酬（西坂）
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第14表 泉常右衛門の割銀歩数と割銀額（寛政3年～文政6年分）

期 間 期間内職階 歩数 （朱書き） 割銀額

① 亥子丑
寛政3（1791）
～同5（1793）

上座3年 2.5
900匁

別 225匁
�
�
� 1貫125匁

② 寅卯辰
寛政6（1794）
～同8（1796）

役頭3年 4
1貫640匁
別 360匁

�
�
� 2貫000匁

③ 巳午未
寛政9（1797）
～同11（1799）

組頭3年 6
2貫520匁
別 600匁

�
�
� 3貫120匁

④ 申酉戌
寛政12（1800）
～享和2（1802）

支配3年 9.5
3貫800匁
別 760匁

�
�
� 4貫560匁

⑤ 亥子丑
享和3（1803）
～文化2（1805）

後見格半年 4.333（朱3.2497）
877匁

別 98匁

�
�
� 975匁

⑥ 寅卯辰
文化3（1806）
～同5（1807）

後見格半年・
後見2年半

13（朱9.75）
4貫193匁
別 487匁

�
�
� 4貫680匁

⑦ 巳午未
文化6（1809）
～同8（1811）

後見1年・名
代2年

16.33（朱12.25） 5貫880匁

⑧ 申酉戌
文化9（1812）
～同11（1814）

名代3年 18（朱13.5） 6貫885匁

⑨ 亥子丑
文化12（1815）
～同14（1817）

上之店名代半
年

3（朱2.25）

8貫930匁
本店同1年・
勘定1年半

16.75

⑩ 寅卯辰
文政元（1818）
～同3（1820）

勘定1年・元
方見習1年・
同本役1年

23.833
10貫487匁
別 715匁

�
�
� 11貫202匁

⑪ 巳午未
文政4（1821）
～同6（1823）

元方掛3年 25 12貫000匁

出所）「三ヶ年歩数控」（三井文庫所蔵史料 本2039�3、6、8、本2134�1、4、7、10、13、別689�3、

6、10）。



じ
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
時
期
は
三
ヵ
年
の
間
で
職
階
の
上
昇
が
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
階
に
在
職
し
た
年
限
に
応
じ
て
歩
数
の

調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第

14表
の
⑤
享
和
三
年
～
文
化
二
年
（
亥
子
丑
）
の
歩
数
が
少
な
い
の
は
、
常
右
衛
門
が
京
本
店
の
支
配
役
を
退

任
し
て
か
ら
上
之
店
の
後
見
格
に
な
る
ま
で
に
勤
務
の
空
白
期
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
⑤
～
⑨
は
、
常
右
衛
門
が
上
之
店
の
宿
持
手

代
だ
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
歩
数
に
朱
書
き
の
書
き
こ
み
が
あ
る
。
こ
れ
は
元
の
数
値
に
〇
・
七
五
を
掛
け
た
数
字
で
あ
る
。
上
之
店
の
手

代
の
割
銀
に
つ
い
て
は
、
京
本
店
に
比
べ
て
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
措
置
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

泉
常
右
衛
門
に
対
す
る
割
銀
支
給
の
状
況
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
「
店
々
名
目
役
割
銀
控
」
と
い
う
帳
簿
が
あ
る
。
こ
れ

に
は
手
代
一
人
ご
と
に
毎
回
の
三
年
勘
定
に
お
け
る
割
銀
の
支
給
額
が
記
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
た
だ
し
、
泉
常
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
文
化
一
二

年
～
同
一
四
年
（
亥
子
丑
）
の
三
年
勘
定
か
ら
あ
と
の
分
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
史
料
か
ら
泉
常
右
衛
門
の
割
銀
取
得
額
に
つ
い
て

ま
と
め
た
の
が
第

15表
で
あ
る
。
表
の
最
初
の
「
文
政
元
寅
春
」
に
「
亥
子
丑
」
の
三
ヵ
年
分
、
す
な
わ
ち
文
化
一
二
年
～
一
四
年
分
の
割

銀
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第

14表
⑨
と
比
べ
る
と
「
別
増
」
と
し
て
銀
二
貫
五
〇
〇
匁
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
「
文
政
四
巳
春
」
を

み
る
と
、
第

14表
⑩
で
記
さ
れ
た
銀
額
の
ほ
か
に
「
同
（
＝
別
増
）
御
手

�笥
」
と
し
て
銀
三
貫
五
〇
〇
匁
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
御
手

�笥
」
に
よ
る
割
増
は
、
そ
の
あ
と
三
度
、
い
ず
れ
も
銀
一
〇
貫
目
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
常
右
衛
門
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）

正
月
に
元
〆
を
退
任
す
る
が
、
「
天
保
四
巳
春
」
を
み
る
と
、
最
後
の
天
保
元
年
分
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
た
際
も
「
別
増
御
手

�笥
」
銀
三

貫
目
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

第

14表
と
第

15表
か
ら
宿
持
手
代
の
時
期
に
あ
た
る
分
の
割
銀
額
を
計
算
す
る
と
、
合
計
銀
一
五
五
貫
二
五
一
匁
に
達
す
る
。
先
に
み
た

宿
持
手
代
時
代
の
役
料
の
合
計
銀
額
は
一
四
八
貫
一
九
五
匁
一
分
だ
っ
た
の
で
、
割
銀
の
額
は
こ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
第

14表
と
第

15表
か
ら
泉
常
右
衛
門
が
得
た
割
銀
額
の
変
化
を
示
し
た
の
が
第

2図
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
第

1図
と
同
様
、

住
込
み
時
代
に
比
べ
た
宿
持
時
代
の
額
の
多
さ
が
み
て
と
れ
る
。
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宿持手代と報酬（西坂）
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第15表 泉常右衛門の割銀額（文化12年～天保元年分）

年 種 目 銀 額 備 考

文政元寅春
（1818）

亥子丑割銀高
別増

8貫930匁
2貫500匁

�
�
� 11貫430匁

巳春金方ヘ付
出ス

第14表⑨

文政4巳春
（1821）

寅卯辰割銀高
別増
同御手�笥

10貫487匁
715匁

3貫500匁

�
�
� 14貫702匁 申春付出ス 第14表⑩

文政7申春
（1824）

巳午未割銀高
別増御手�笥

12貫000匁
10貫000匁

�
�
� 22貫000匁 亥春付出ス 第14表⑪

文政10亥春
（1827）

申酉戌割銀高
別増御手�笥

23貫849匁
10貫000匁

�
�
� 33貫849匁 寅春付出ス

文政13寅春
（1830）

亥子丑割銀高
別増御手�笥

27貫900匁
10貫000匁

�
�
� 37貫900匁 巳春付出ス

天保4巳春
（1833）

寅卯辰割銀高
別増御手�笥

13貫950匁
3貫000匁

�
�
� 16貫950匁 申春へ付出ス

出所）「店々名目役割銀控」（三井文庫所蔵史料 本1931）。

第2図 泉常右衛門割銀（寛政3年～天保元年分）

出所） 第14表・第15表より作成。

別増御手�笥



（

1）
『
三
井
事
業
史
本

�一
』
二
五
六
～
二
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
2）

割
銀
の
原
資
に
な
る
の
は
、
三
年
の
間
に
本
店
一
巻
に
留
保
さ
れ
た
純
利
益
金
の
ほ
ぼ
一
五
％
前
後
と
さ
れ
る
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経

営
史
の
研
究
』
三
二
三
ペ
ー
ジ
）。

（

3）
「
名
目
役
歩
数
規
矩
録
」
（
『
三
井
事
業
史

資
料

�一
』
史
料

31）
。
な
お
享
保
一
六
年
よ
り
古
い
割
銀
の
史
料
に
「
割
銀
勘
定
帳
」
一
番

（
本
一
五
二
四
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
始
ま
る
も
の
で
、
割
銀
の
預
り
・
支
払
い
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
が
、
個
々

人
へ
の
支
給
額
は
わ
か
ら
な
い
。

（

4）
「
三
ヶ
年
歩
数
控
」
に
お
け
る
割
銀
計
算
の
記
載
事
例
と
し
て
、
文
化
三
年
か
ら
同
五
年
（
寅
卯
辰
）
の
三
年
勘
定
に
お
け
る
上
之
店
の
泉

喜
左
衛
門
（
常
右
衛
門
）
と
、
多
田
七
右
衛
門
に
か
か
わ
る
部
分
を
以
下
に
示
す
（
「
寅
卯
辰
三
ヶ
年
歩
数
控
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
二

〇
三
九

�

三
）
。

上
之
店

後
見
格
半
季

「
ウ
ヱ

（
朱
書
）サ
」

後
見
弐
年
半

シ
マ

一
ツ
〆
カ
舟
チ
シ
ゝ

泉
喜
左
衛
門

内
ツ
〆
舟
ウ
マ
ゝ

ツ
舟
チ
シ
ヱ
ゝ
別

「
エ
イ
セ
サ
」

支
配
三
年

ウ
サ

多
田
七
右
衛
門

一
マ
〆
ツ
舟
セ
シ
ゝ

内
マ
〆

�カ
ツ
ゝ

マ
舟
サ
カ
ゝ
別

（
以
下
略
）

（

5）
「
店
々
名
目
役
割
銀
控
」
の
記
載
事
例
と
し
て
、
泉
常
右
衛
門
の
割
銀
取
得
銀
額
の
記
録
の
う
ち
、
文
化
一
二
年
か
ら
同
一
四
年
（
亥
子
丑
）、
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お
よ
び
文
政
元
年
か
ら
同
三
年
（
寅
卯
辰
）
の
三
年
勘
定
に
お
け
る
割
銀
取
得
額
の
部
分
を
以
下
に
示
す
「
店
々
名
目
役
割
銀
控
」
（
三
井
文

庫
所
蔵
史
料
本
一
九
三
一
）。

泉
常
右
衛
門

文
政
元
寅
春

一
八
貫
九
百
三
拾
匁

亥
子
丑
割
銀
高

一
弐
貫
五
百
匁

別
増

〆
シ
イ
〆
ツ
舟
マ
シ
ゝ

巳
春
金
方
へ
付
出
ス

文
政
四
巳
春

一
拾
貫
四
百
八
拾
七
匁

寅
卯
辰
割
銀
高

一
七
百
拾
五
匁

別
増

一
三
貫
五
百
匁

同
御
手

�笥

〆
シ
ツ
〆
ヱ
舟
セ
ゝ

申
春
へ
付
出
ス

右
に
お
い
て
、
「
亥
子
丑
」
の
割
銀
に
つ
い
て
は
「
巳
春
」
（
文
政
四
年
）
に
「
付
出
ス
」
、
「
寅
卯
辰
」
に
つ
い
て
は
「
申
春
」
（
文
政
七
年
）

に
「
付
出
ス
」
と
あ
る
が
、「
通
勤
元
手
銀
預
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
二
五
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
政
三
年
秋
季
、
文
政
六
年
秋

季
に
計
上
さ
れ
て
い
る
（
第

21表
参
照
）
。

四
預
り
銀
の
利
子

宿
持
手
代
の
報
酬
の
第
三
の
柱
は
預
り
銀
の
利
子
で
あ
る
。
宿
持
手
代
が
住
込
み
を
脱
す
る
際
に
申
し
渡
さ
れ
た
元
手
銀
（
望
性
銀
）
や
、

先
に
述
べ
た
割
銀
な
ど
は
店
が
預
か
る
。
こ
れ
が
預
り
銀
で
あ
る
。
「
強
制
さ
れ
た
社
内
預
金
（
１
）」
と
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
預
り
銀
に
は
利
子

宿持手代と報酬（西坂）
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が
つ
き
、
こ
れ
も
宿
持
手
代
の
報
酬
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
ち
な
み
に
住
込
み
手
代
の
場
合
は
、
小
遣
・
役
料
の
遣
い
残
し
な
ど
が
預
り
銀
と

な
る
が
、
こ
ち
ら
に
は
利
子
が
つ
か
な
い
（
２
）。
預
り
銀
に
利
子
が
つ
く
の
は
宿
持
手
代
に
認
め
ら
れ
た
優
遇
措
置
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

享
保

一
六

年
・

天
明

八
年

の
規

程
宿
持
手
代
の
預
り
銀
と
利
子
は
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
と
い
う
帳
簿
に
記
録
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
最

も
古
い
「
通
勤
元
手
銀
預
り
之
控
」
一
番
は
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
ま
で

�る
。
そ
の
帳
簿
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
３
）。

案
紙覚

御
法
銀
高
三
拾
貫
目

�月
八

�

一
銀
何
ほ
と
也

右
ノ
余
ハ
と
し
五
也

右
者
従
旦
那
元
手
銀
被
下
置
候
内
、
本
店
へ
預
ケ
置
被
申
候
所
実
正
也
、
御
法
之
通
銀
高

�

銀
高
マ
シ
〆
ゝ

�ハ
月
八
ノ
利
足
を
以
相
渡
可
申
候
、

尤
、
毎
年
証

正
月
文
認
替
可
遣
間
、
其
砌
此
手
形
御
差
越
可
被
成
候
、
仍
如
件

御

�法

�

月
日

名
代
二
人
判

元
〆
一
人

誰
殿

右
者
享
保
十
六
年
亥
七
月
ヨ
リ
改

こ
れ
は
店
が
、
宿
持
手
代
か
ら
元
手
銀
を
預
る
際
の
手
形
の
案
紙
で
あ
る
。
銀
三
〇
貫
目
ま
で
は
「
月
八
」（
＝
月
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）、

そ
れ
を
こ
え
る
と
「
と
し
五
」
（
＝
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
つ
く
定
め
に
な
っ
て
い
る
。
末
尾
に
「
享
保
十
六
年
亥
七
月
ヨ
リ
改
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
と
し
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

時
代
が
下
っ
て
、「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
六
番
（
寛
政
元
年
～
同
八
年
）
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
４
）。
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覚

一
天
明
八
年
申
春
よ
り
預
り
銀
高
切
符

�利
附
之
仕
方
相
改
候
ニ
付
、
左
記
ス

預
り
銀
高
切
符

大
元
〆

舟
カ
シ
〆
ゝ

元
〆
役

舟
マ
シ
〆
ゝ

加
判

舟
〆
ゝ

元
方
掛
り

チ
シ
〆
ゝ

勘
定

カ
シ
サ
〆
ゝ

名
代

サ
シ
〆
ゝ

後
見

マ
シ
サ
〆
ゝ

通
勤
支
配

マ
シ
〆
ゝ

右
銀
高

�預
り
之
分
、
マ
シ
〆
ゝ

�者
月
チ
朱
、
其
余
ハ
年
サ
歩
之
利
足
可
遣
候
、
右
役
柄
夫
々
銀
高
切
符
之
外
者
無
利
足
有
之
候
事

「
但

（
朱
書
）し
、
右
之
通
有
之
候
得
共
、
此
節
銀
子
工
面
合
茂
有
之
ニ
付
、
天
明
八
年
申
春
季
よ
り
来
ル
巳
年

�十
ヶ
年
之
間
者
、
切
符
之
外
モ
年

セ
歩
サ
ニ
而
預
り
可
遣
候
、
尤
十
ヶ
年
過
候
ハ
ヽ
無
利
足
可
致
事
」

「
一
有

（
貼
紙
に
て
抹
消
）

商
売
之
銘
々
是
ま
で
之
通
り
月春
マ
朱
秋
ツ
朱
」

右
之
通
有
之
、
其
余
申
渡
書
委
細
記
有
之
候
事

「
天
明
八
年
申
春
よ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
こ
の
規
程
を

�天
明
八
年
の
利
子
規
程

	と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
史
料
に
よ
れ

宿持手代と報酬（西坂）
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ば
、
大
元
〆
か
ら
通
勤
支
配
ま
で
の
い
ず
れ
の
職
階
も
共
通
に
銀
三
〇
貫
目
ま
で
は
「
月
チ
朱
」（
＝

月
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
つ
く
。
そ
れ
を
上
回
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、「
年
サ
歩
」（
＝

年
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
つ
く
。
こ
こ
ま
で
は
、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
規
程
と
同
じ

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
職
階
ご
と
に
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
が
つ
く
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
限
度
額
を
こ
え
た
部
分
に
つ
い
て
は
無
利
子
と
な
る
。
預
り
銀
額
の
限
度
と
利
子

を
職
階
ご
と
に
ま
と
め
る
と
第

16表
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
（
朱
書
）
の
部
分
で
は
、
改
訂
に
あ
た
っ
て
経
過
措
置
が
取
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
天
明
八
年
春
季
か
ら
一
〇
ヵ
年
に
限
り
、
限
度
を
こ
え
た
分
も
「
年
セ
歩
サ
」
（
＝
年

二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
（
貼
紙
に
て
抹
消
）
の
部
分
は
「
有
商
売
之
銘
々
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
店

に
勤
務
す
る
一
方
で
、
自
分
商
売
を
行
っ
て
い
る
宿
持
手
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

�天
明
八
年
の

利
子
規
程

�の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
一
二
月
に
三
井
高
清
・
高
祐
の
連

名
で
出
さ
れ
た
「
御
申
渡
書
」
で
あ
る
（
５
）。
そ
の
「
御
申
渡
書
」
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宿
持

手
代
の
自
分
商
売
は
そ
の
遺
族
の
暮
し
を
支
え
る
も
の
と
し
て
は
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、

そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
預
り
銀
の
利
子
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
自
分
商

売
に
よ
っ
て
「
店
勤
気
配
疎
ニ
成
ル
」
の
で
、
勘
定
名
代
以
下
に
つ
い
て
は
自
分
商
売
を
許
可
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
分
商

売
為
致
間
敷
心
ヲ
以
」、
自
分
商
売
を
お
こ
な
っ
て
い
る
手
代
た
ち
に
対
し
て
は
、

�
預
り
銀
三
〇
貫
目
ま
で
月
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子

�

の
規
程
を
適
用
し
て
こ
な
か
っ
た
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、（
貼
紙
に
て
抹
消
）
の
部
分
で
は
、「
有
商
売
之
銘
々
」
の
利
率
が
、
月

38

第16表 本店一巻宿持手代預り銀利子規程（天明8年）

職 階 預り銀額 利 率 預り銀額 利 率

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

銀30貫目まで 月利0.8％

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

年利5％

大元〆 銀30貫目をこえ160貫目まで

元 〆 銀30貫目をこえ130貫目まで

加 判 銀30貫目をこえ100貫目まで

元方掛 銀30貫目をこえ80貫目まで

勘 定 銀30貫目をこえ60貫目まで

名 代 銀30貫目をこえ50貫目まで

後 見 銀30貫目をこえ35貫目まで

通勤支配 


出所）「通勤元手銀預控」（三井文庫所蔵史料 本1921）。



〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
（
春
季
は
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
季
は
〇
・

四
パ
ー
セ
ン
ト
）
。「
是
ま
で
之
通
り
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
そ
の
低
利
率
は
天
明
八
年
以
前
に

は
実
施
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
は
、
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
三
・

四
・
五
番
が
現
存
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。

こ
の

�天
明
八
年
の
利
子
規
程

�に
お
い
て
こ
の
「
有
商
売
之
銘
々
」
の
項
目
が
貼
紙
で
抹

消
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
自
分
商
売
に
対
す
る
不
利
な
取
扱
い
を
解
消
し
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
自
分
商
売
を
表
立
っ
て
認
め
る
よ
う
な
項
目
を
規
程
の
表
面
に
出
す
こ
と
を
避
け

よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
六
番
以
後
の
各
帳
簿
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に

は
、
こ
の

�天明
八
年
の
利
子
規
程

�が
記
さ
れ
る
。
こ
の
規
程
は
宿
持
手
代
の
預
り
銀
の
利

子
に
関
す
る
基
本
的
な
規
程
で
あ
り
続
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
６
）。

次
に
、
実
際
の
預
り
銀
と
利
子
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
規
程
が
符
合
す
る
か
確
認
し
て
み
よ

う
。

第

17表
は
、
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
八
番
の
文
化
元
年
春
季
分
（
７
）か
ら
、
京
本
店
の
宿
持
手

代
四
人
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
後
見
の
佐
々
木
与
三
右
衛
門
に
つ
い
て
。
第

17表
で
は
預
り
銀
一
八
貫
三
三
九
匁
一
分

二
厘
で
、
利
子
が
九
五
三
匁
六
分
三
厘
に
な
っ
て
い
る
。
半
年
分
（
春
季
分
）
の
利
率
を
計
算

す
る
と
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
銀
三
〇
貫
目
以
下
な
の
で
第

16表
の
規
程
に
よ
れ
ば
、

宿持手代と報酬（西坂）

39

第17表 京本店宿持手代預り銀利子計算（文化元年春季）

職階 名 前
期首預り銀 利子銀額

合 計 内 訳 左に対応する利子（利率） 利子合計

元〆 上嶋七郎兵衛
168貫569匁

2分5厘
4貫270匁

30貫000匁 →1貫560匁 （5.2％）
100貫000匁 →2貫710匁 （2.7％）
68貫569匁

→ 利なし
2分5厘

加判
名代

中塚徳次郎
62貫159匁

1分7厘
2貫431匁

5分1厘

30貫000匁 →1貫560匁 （5.2％）
32貫159匁 → 871匁

1分7厘 5分1厘（2.7％）

後見 佐々木与三右衛門
18貫339匁

1分2厘
18貫339匁

1分2厘
→ 953匁

6分3厘（5.2％）
953匁

6分3厘

出所）「通勤元手銀預控」（三井文庫所蔵史料 本1923）。
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一
ヵ
月
の
利
率
は
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
利
率
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
越
後

屋
に
お
い
て
は
、
一
年
は
七
月
一
五
日
で
二
分
さ
れ
る
た
め
（
８
）、
春
季
は
六
・
五
ヵ
月
、
秋
季
は
五
・
五
ヵ
月
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
春
季
は
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
ヵ
月
の
利
率
）
×
六
・
五
（
春
季
の
月
数
）
＝
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
二

つ
の
利
率
は
符
合
す
る
。

つ
い
で
、
加
判
名
代
の
中
塚
徳
次
郎
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
預
り
銀
六
二
貫
一
五
九
匁
一
分
七
厘
で
、
利
子
が
二
貫
四
三
一
匁
五
分
一

厘
に
な
っ
て
い
る
。
預
り
銀
六
二
貫
一
五
九
匁
一
分
七
厘
の
う
ち
、
三
〇
貫
目
ま
で
が
月
利
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
春
季
分
の
利
率
は
五
・

二
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
残
り
三
二
貫
一
五
九
匁
一
分
七
厘
に
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
つ
い
た
利
子
二
貫
四
三

一
匁
五
分
一
厘
の
う
ち
、
一
貫
五
六
〇
匁
が
預
り
銀
の
う
ち
三
〇
貫
目
分
に
つ
く
利
子
で
あ
る
（
三
〇
貫
目
×
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す

る
と
、
利
子
の
残
り
八
七
一
匁
五
分
一
厘
（
二
貫
四
三
一
匁
五
分
一
厘

�一
貫
五
六
〇
匁
）
が
、
預
り
銀
の
う
ち
三
二
貫
一
五
九
匁
一
分
七

厘
に
つ
く
利
子
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
分
の
利
率
を
計
算
す
る
と
、
八
七
一
匁
五
分
一
厘
÷
三
二
貫
一
五
九
匁
一
分
七
厘
で
、
二
・
七

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
こ
れ
は
年
利
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
春
季
分
す
な
わ
ち
六
・
五
ヵ
月
分
で
あ
る
（
五
÷
一
二
×
六
・
五
）。

最
後
に
、
元
〆
の
上
嶋
七
郎
兵
衛
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
預
り
銀
一
六
八
貫
五
六
九
匁
二
分
五
厘
で
、
利
子
が
四
貫
二
七
〇
匁

で
あ
る
。
預
り
銀
の
う
ち
三
〇
貫
目
に
月
利
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
＝
春
季
利
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
一
〇
〇
貫
目
に
年
五
パ
ー
セ
ン
ト

（
＝
春
季
利
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
つ
き
、
残
り
六
八
貫
五
六
九
匁
二
分
五
厘
に
は
利
子
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
三
〇
貫
目

の
利
子
は
一
貫
五
六
〇
匁
、
一
〇
〇
貫
目
の
利
子
は
二
貫
七
一
〇
匁
で
、
合
計
四
貫
二
七
〇
匁
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
化
元
年
春
季
の
京
本
店
の
宿
持
手
代
の
預
り
銀
の
利
子
は
、
第

16表
の
規
程
に
符
合
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

退
職

後
の

預
り

銀
の

利
子

注
目
し
た
い
の
は
、
宿
持
手
代
が
勤
務
を
終
え
た
後
（
在
任
中
に
死
亡
ま
た
は
退
職
し
た
後
）
に
お
い
て
も
、

預
り
銀
に
利
子
が
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
亡
ま
た
は
退
職
し
た
宿
持
手
代
の
預
り
銀
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
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で
は
な
く
、
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
と
い
う
帳
簿
に
記
録
さ
れ
る
。
こ
の
帳
簿
の
第
一
番
は
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
春
季
か
ら
始
ま
る

も
の
で
あ
り
（
９
）、
先
に
み
た
「
通
勤
元
手
銀
預
り
之
控
」
一
番
の
開
始
時
期
（
享
保
一
六
年
）
か
ら
か
な
り
遅
れ
る
。
利
子
に
つ
い
て
の
規
程

と
し
て
は
、
こ
の
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
一
番
の
天
明
八
年
（
一
七
八
七
）
春
季
の
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
（
引
用
史
料

中
の
①
②
③
は
筆
者
に
よ
る
）
。
こ
れ
を

�天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
天
明
八
年
春
季
と
い
う
の
は
、
先
に
見

た
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
の
規
程
（

�天
明
八
年
の
利
子
規
程

�）
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
預
り
銀
の
利
子
を
宿

持
手
代
の
遺
族
の
暮
し
を
支
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
た
、
天
明
七
年
一
二
月
の
「
御
申
渡
書
（

�）」
の
趣
旨
を
現
実
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

天
明
八
年
申
春
季

一
当
季
よ
り
預
り
銀
高
切
府

�利
附
之
仕
方
相
改
り
申
候
ニ
付
左
ニ
記
ス

①
一
後
家
相
続
之
分
、
役
柄
預
銀
高
建

�月
マ
朱
サ
、
其
余
利
足
な
し

②
一
後
家
死
去
倅
相
続
又
ハ
子
供
養
育
之
分
、
役
柄
預
り
銀
建
ま
で
月
セ
朱
サ
、
其
余
無
利
足

③
一
当
役
弐
十
五
回
忌

�右
利
足
可
遣
候
、
廿
六
年
目
よ
り
役
柄
ノ
無
差
別
、
一
統
銀
高
マ
シ
貫
目

�ハ
月
セ
朱
サ
、
其
余
利
足
な
し

但
し
次
ニ
口
々
年
数
記
候
ハ
死
去
よ
り
之
也

「
右

（
朱
書
）之
内

一
中
西
宗
助
、
金
方
差
引
有
之
を
以
役
柄
預
り
銀
建
ニ
不
抱
、
月
マ
朱
サ
利
足
積
是

�之
通

一
多
田
喜
左
衛
門
、
至
而
工
面
能
相
続
甚
手
柄
忠
節
ニ
候
、
仍
テ
利
足
義
不
及
程
ニ
候
得
共
、
建
方
半
減
積
り
を
以
、

半
季
サ
舟
ゝ
宛
利
足
積
ミ

一
吉
田
休
三
、
当
時
振
合
之
訳
有
之
を
以
、
先
当
分
是

�之
通
春
セ
朱
、
秋
セ
朱
サ
」

右
之
通
有
之
、
其
余
申
渡
書
委
細
記
有
之
候
事

宿持手代と報酬（西坂）
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こ
れ
に
よ
る
と
通
勤
退
役
預
銀
の
し
く
み
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
よ
り
、
宿
持
手
代
の
死
後
、
後
家
が
相
続
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
階
ご
と
に
定
め

ら
れ
た
預
り
銀
の
上
限
ま
で
は
月
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
を
つ
け
る
が
、
そ
れ
を
上

回
っ
た
分
に
つ
い
て
は
無
利
子
と
す
る
。

②
よ
り
、
後
家
の
死
後
、
息
子
が
相
続
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
階
ご
と
に
定
め
ら
れ

た
預
り
銀
の
上
限
（
第

16表
参
照
）
ま
で
は
月
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
を
つ
け
る
が
、

そ
れ
を
上
回
っ
た
分
に
つ
い
て
は
無
利
子
と
す
る
。

③
よ
り
、
当
該
の
手
代
の
二
五
回
忌
ま
で
、
①
②
の
利
子
を
つ
け
る
。
二
六
年
目
か
ら
は
、

職
階
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
〇
貫
目
ま
で
の
預
り
銀
に
月
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
を
つ

け
る
。

以
上
を
ま
と
め
た
の
が
第

18表
で
あ
る
。
こ
の

�

天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�に
つ
い

て
は
、
以
後
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
の
三
番
（
寛
政
八
年
～
享
和
二
年
）
、
四
番
（
享
和
二

年
～
文
化
五
年
（

�））
の
冒
頭
に
同
文
言
で
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」

六
番
（
文
化
一
〇
年
春
季
～
文
政
元
年
秋
季
）
以
降
で
は
、
三
ヵ
条
目
（
③
の
部
分
）
の
文

言
が
以
下
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
（

�）。

一
当
役
廿
五
回
忌

�右
利
足
可
遣
候
、
廿
六
年
目
よ
り
役
柄
之
不
及
差
別
一
統
利
な
し
、
併
無
拠
訳
ニ
而
合
力
相
談
之
節
者
、
銀
高
マ
シ
貫

目
ま
て
月
セ
朱
サ
、
其
余
利
足
な
し

42

第18表 本店一巻宿持手代預り銀死後利子規程（天明8年）

職 階

25回忌まで 26回忌以降

利子つき上限
利 子

利子つき上限 利 子
後家相続 倅相続

月0.35％ 月0.25％ 銀30貫目まで 月0.25％

大元〆 銀160貫目まで

元 〆 銀130貫目まで

加 判 銀100貫目まで

元方掛 銀80貫目まで

勘 定 銀60貫目まで

名 代 銀50貫目まで

後 見 銀35貫目まで

通勤支配 銀30貫目まで

出所）「通勤退役預銀控」（三井文庫所蔵史料 追9）。



す
な
わ
ち
、
二
五
回
忌
を
済
ま
し
た
手
代
の
預
り
銀
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
三
〇
貫
目
ま
で
月
〇
・

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
を
つ
け
て
い
た
も
の
が
、
原
則
と
し
て
無
利
子
と
す
る
。
し
か
し
事
情
が
あ

る
者
に
つ
い
て
の
み
相
談
の
上
で
三
〇
貫
目
ま
で
月
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
を
つ
け
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
宿
持
手
代
の
死
後
い
つ
ま
で
も
利
子
が
つ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た

も
の
が
、
二
五
回
忌
を
限
度
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
手
代
の
遺
族
に
と
っ
て
は
不
利
な
改
訂

で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
事
情
で
書
き
換
え
ら
れ
た
の
か
は
、「
通
勤
退
役
預
銀
控
」

の
五
番
が
現
存
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。

そ
れ
以
後
の
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
冒
頭
に
、
三
ヵ
条
目
を
改
訂
し
た

�天
明

八
年
の
死
後
利
子
規
程

�が
記
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
（

�）、
こ
の
規
程
は
退
職
し
た
手
代
の
預
り
銀
の
利

子
に
関
す
る
基
本
的
な
規
程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
実
際
の
退
職
手
代
の
預
り
銀
に
つ
く
利
子
に
つ
い
て
、

�

天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�

（
第

18表
）
と
符
合
す
る
か
検
討
し
て
み
よ
う
。
第

19表
は
、「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
の
文
化
元
年
（
一

八
〇
四
）
春
季
分
（

�）か
ら
、
京
本
店
を
退
職
し
た
宿
持
手
代
七
人
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
文
化
元
年

春
季
は
三
ヵ
条
目
の
改
訂
が
な
さ
れ
る
前
の
時
期
で
あ
る
）
。
手
代
そ
れ
ぞ
れ
に
一
ヵ
月
の
利
率
が
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。

結
論
か
ら
い
う
と
、
実
際
の
利
子
の
つ
け
か
た
は
、
第

18表
の
規
程
に
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
。
ひ

と
つ
は
二
六
回
忌
以
後
（
死
後
二
六
年
目
以
後
）
の
手
代
に
つ
い
て
の
対
応
で
あ
る
。
第

19表
に
お
い

宿持手代と報酬（西坂）
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第19表 京本店宿持手代預り銀退職後利子（文化元年春季）

退職時職階 退職年 死後年数 期首預り銀額 利子銀額 月 利

池田忠左衛門 元 〆 明和4年 38年目 57貫333匁2分2厘 931匁6分7厘 春秋0.25％

吉田休三 元 〆 安永3年 31年目 150貫000匁 1貫950匁 春0.2％ 秋0.25％

向崎吉郎兵衛 大元〆 寛政11年 6年目 261貫240匁7分9厘 3貫640匁 春秋0.35％

田中嘉右衛門 加判名代 天明7年 18年目 90貫542匁3分5厘 2貫059匁8分4厘 春秋0.35％

石川正有 名代 天明7年 （生前退職） 2貫266匁1分8厘 51匁5分6厘 春秋0.35％

横江孫右衛門 通勤支配 天明8年 17年目 11貫551匁3分2厘 187匁7分1厘 春秋0.25％

藤田与三兵衛 通勤支配 寛政8年 9年目 21貫495匁3分6厘 349匁3分 （春秋）0.25％

出所）「通勤退役預銀」（三井文庫所蔵史料 続1772）。



て
は
、
元
〆
の
池
田
忠
左
衛
門
と
吉
田
休
三
の
二
人
で
あ
る
。
第

18表
の
規
程
で
は
、
利
子
が
つ
く
の
は
銀
三
〇
貫
目
ま
で
の
は
ず
で
あ
る

が
、
池
田
は
預
り
銀
全
額
に
月
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
春
季
六
・
五
ヵ
月
で
一
・
六
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
つ
い
て
い
る
。
吉
田

も
春
季
の
月
利
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
春
季
六
・
五
ヵ
月
で
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
や
や
低
い
が
、
や
は
り
預
り
銀
全
額
に
利
子
が
つ

い
て
い
る
。
こ
の
事
情
に
関
し
、
池
田
に
つ
い
て
は
「
別
段
願
ニ
付
、
元
〆
卅
八
年
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
に
つ
い
て
は
「
元
〆
別

段
卅
一
年
、
但
シ
卅
三
回
忌

�、
其
後
利
な
し
」
と
あ
り
、
天
明
八
年
春
季
の
冒
頭
の
規
程
に
お
い
て
も
朱
書
で
別
扱
い
で
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
規
程
が
で
き
た
天
明
八
年
以
前
に
退
職
し
た
元
〆
に
つ
い
て
は
、
「
別
段
」
＝
例
外
的
な
対
応
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
第

18表
の
規
程
と
合
わ
な
い
点
は
、
生
前
に
退
職
し
た
宿
持
手
代
に
つ
い
て
も
預
り
銀
の
利
子
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
石
川
正
有
で
あ
る
。
彼
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
二
月
、
名
代
役
を
最
後
と
し
て
、
病
身
を
理
由

に
退
職
し
た
が
、
文
化
元
年
の
春
季
に
は
ま
だ
存
命
し
て
い
る
。
そ
の
彼
の
預
り
銀
に
対
し
て
も
利
子
が
つ
い
て
い
る
。
彼
の
場
合
、
退
職

し
た
天
明
七
年
の
秋
季
か
ら
、
預
り
銀
に
利
子
が
つ
い
て
お
り
、
文
化
元
年
は
一
八
年
目
に
な
る
（

�）。
第

19表
で
の
利
率
は
、
春
季
・
秋
季
と

も
月
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第

18表
の
規
程
で
い
う
と
、
後
家
相
続
の
ケ
ー
ス
の
利
率
に
相
当
す
る
。

そ
の
他
の
二
五
回
忌
ま
で
（
死
後
二
五
年
目
ま
で
）
の
手
代
に
つ
い
て
は
第

18表
の
規
程
に
符
合
す
る
。
預
り
銀
の
額
が
、
職
階
ご
と
の

上
限
を
超
え
て
い
る
の
が
、
大
元
〆
の
向
崎
吉
郎
兵
衛
で
あ
る
。
規
程
の
通
り
、
預
り
銀
の
う
ち
一
六
〇
貫
目
ま
で
の
部
分
に
月
〇
・
三
五

パ
ー
セ
ン
ト
（
春
季
六
・
五
ヵ
月
と
し
て
二
・
二
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
利
子
が
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
宿
持
手
代
が
、
在
職
中
ま
た
退
職
後
に
お
い
て
、
実
際
に
ど
れ
だ
け
の
利
子
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
次
節
に
お
い
て
、
泉
常
右
衛
門
を
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。
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（

1）
『
三
井
事
業
史
本

�一
』
八
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
2）

住
込
み
手
代
の
預
り
銀
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
以
降
、
「
役
料
小
遣
差
引
貸
預
留
」
が
あ
る
（
三
井
文
庫
所
蔵

史
料

本
一
五
二
七
、
本
一
五
二
九
、
本
一
五
三
〇
、
本
一
五
三
三
、
本
一
五
三
五
、
本
二
〇
一
四
）
。
西
坂
靖
「
京
本
店
元
〆
市
川
忠
三
郎

奉
公
履
歴
（
続
）

�別
宅
時
代
（
天
保
七
年
～
慶
応
元
年
）

�」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五
・
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（

3）
「
通
勤
元
手
銀
預
り
之
控
」
一
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
〇
）。

（

4）
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
六
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
二
一
）。

（

5）
「
御
申
渡
書
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
一
六
二

�九）。
こ
の
申
渡
は
、
自
分
商
売
を
お
こ
な
う
宿
持
手
代
の
中
に
、
商
売
が
う
ま
く
い

か
ず
「
役
料
割
銀
打
込
、
剰
店
表
借
用
銀
等
致
シ
置
、
其
身
死
後
ニ
至
妻
子
相
続
之
手
当
ヲ
失
ひ
難
渋
之
族
」
（
第
一
条
）
が
い
る
こ
と
を
問

題
視
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
、
宿
持
手
代
の
妻
子
相
続
の
手
段
と
し
て
、
預
り
銀
の
利
子
を
位
置
づ
け
な
お
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
文
中
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
勘
定
名
代
以
下
の
自
分
商
売
に
つ
い
て
不
許
可
と
し
た
上
で
（
第
三
条
）
、
元
方
掛
名
代
以
上
の
者
た
ち
が
自
分
商
売
を

お
こ
な
う
場
合
で
も
、
銀
三
〇
貫
目
は
「
妻
子
要
銀
」
と
し
て
店
に
預
け
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
第
四
条
）
。
な
お

�口
知
子
「
別
家
手
代

の
遺
言
状
と
跡
式
関
係
史
料
」（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
八
号
）
も
参
照
の
こ
と
。

申
渡
之
覚

一
商
人
ハ
元
銀
歩
廻
り
ヲ
見
而
夫
々
暮
シ
方
相
立
候
事
勘
要
第
一
ニ
候
、
其
歩
廻
り
見
ル
力
薄
キ
時
ハ
家
業
相
続
難
及
、
全
右
趣
意
近

来
薄
ク
成
故
ニ
哉
、
名
聞
商
振
ニ
而
、
有
商
売
銘
々
役
料
割
銀
打
込
、
剰
店
表
借
用
銀
等
致
シ
置
、
其
身
死
後
ニ
至
妻
子
相
続
之
手

当
ヲ
失
ひ
難
渋
之
族
有
之
、
死
後
之
恥
辱
相
顕

�敷
次
第
ニ
候
、
已
来
有
商
売
之
者
元
銀
歩
廻
り
暮
シ
方
の
道
理
勘
弁
可
有
之
事
ニ

候
、
全
体
店
勤
仕
身
分
ヲ
以
自
分
商
売
致
シ
候
事
、
其
本
人
茂
心
気
を
痛
、
死
後
ニ
至
妻
子
不
相
続
之
所
聞
お
よ
ひ
不
便
ニ
存
候
故
、

改
左
之
通
申
渡
候

一
当
役
宿
持
手
代
預
り
銀
利
足
付
キ
切
符

大
元
〆

任
留
敬
〆
ゝ

元
〆
役

任
見
敬
〆
ゝ

宿持手代と報酬（西坂）
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加
判

任
〆
ゝ

元
方
掛
り

於
敬
〆
ゝ

勘
定
名
代

留
敬
佐
〆
ゝ

名
代

佐
敬
〆
ゝ

後
見

見
敬
佐
〆
ゝ

通
勤
支
配

見
敬
〆
ゝ

右
銀
高

�預
り
之
分
、
見
敬
〆
ゝ

�者
月
チ
、
其
余
ハ
年
サ
歩
之
利
足
付
ケ
可
遣
候
、
右
銀
高
切
符
之
外
ハ
無
利
足
ニ
心
得
可
申
候

但
此
節
本
店
銀
廻
り
工
面
有
之
故
来
申
年
よ
り
巳
年

�十
ヶ
年
之
間
ハ
、
切
符
之
外
年
セ
歩
サ
ニ
而
預
り
可
遣
候
、
右
十
ヶ

年
過
候
ハ
ヽ
無
利
足
致
可
申
事

一
勘
定
名
代
已
下
ハ
自
分
商
売
聞
届
不
申
候
、
自
然
親
代
よ
り
又
ハ
一
家
よ
り
無
拠
請
継
候
者
ハ
可
為
格
別
哉
、
自
分
商
売
有
之
時
ハ

夫
丈
ケ
店
勤
気
配
疎
ニ
成
ル
道
理
ニ
候
故
、
一
通
り
ニ
而
者
難
指
免
訳
ヲ
能
々
心
得
可
申
候
、
勿
論
銀
高
佐
敬
〆
ゝ
妻
子
要
銀
と
し

て
店
表
ニ
急
度
預
置
可
申
事

一
元
方
名
代
已
上
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
自
分
商
売
差
免
可
申
候
、
然
共
何
程
之
商
売
致
候
共
、
佐
敬
〆
目
ハ
店
定
預
ケ
ニ
致
置
候
、
其
余
銀

ヲ
以
商
売
手
軽
仕
始
可
申
候
、
及
老
年
手
ヲ
広
ケ
過
心
気
之
労
出
候
事
、
重
役
ニ
至
不
奉
公
之
筋
、
至
極
思
慮
可
在
之
儀
ハ
勘
要
ニ

候
、
勿
論
何
程
利
潤
工
面
宜
儀
在
之
候
共
、
前
文
佐
敬
〆
ゝ
動
シ
候
事
堅
不
相
成
、
死
後
至
妻
子
要
銀
と
し
て
店
表
ニ
急
度
預
置
可

申
事

一
当
役
宿
持
死
後
、
後
家
幼
少
之
倅
養
育
、
又
ハ
相
果
候
者
親
抔
有
之
、
有
銀
ヲ
以
暮
シ
方
可
致
筋
ハ
、
賄
入
用
ヲ
積
、
年
マ

�

□
歩
ツ

�

□
歩

位
利
足
付
ケ
可
遣
候
、
全
死
後
相
続
ヲ
以
之
事
ニ
有
之
候
、
是
共
相
続
人
出
来
候
節
ハ
利
足
遣
ニ
不
及
候
事

但
宿
持
当
役
病
気
又
ハ
老
年
等
及
退
役
申
付
候
者
、
其
人
柄
ニ
寄
右
同
事
之
趣
ヲ
以
程
克
差
計
可
遣
候

一
有
商
売
之
者
、
是

�預
り
銀
見
敬
〆
ゝ

�チ
ノ
利
足
無
之
建
ニ
有
之
候
、
是
全
自
分
商
売
為
致
間
敷
心
ヲ
以
チ
之
利
足
無
之
処
、
其

弁
薄
キ
所
よ
り
し
て
商
売
仕
始
不
相
続
之
者
多
在
之
、
年
来
勤
労
之
趣
意
薄
相
成
不
詰
候
、
依
之
此
度
相
改
一
統
無
商
売
建
ニ
申
渡
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儀
ニ
在
之
候
、
然
共
元
方
掛
り
名
代
已
上
ハ
相
応
有
銀
も
有
之
、
又
子
孫
之
所
も
相
察
候
へ
ハ
元
方
名
代
已
上
前
書
之
趣
ヲ
以
自
分

商
売
差
可
免
候
、
猶
其
節
願
書
差
出
可
申
候

一
預
り
銀
之
分
、
京
都
ニ
而
利
付
置
候
事
、
然
ハ
江
戸
大
坂
表
ニ
而
無
利
足
之
銀
子
借
用
有
之
間
敷
事
候
、
当
座
借
り
有
之
分
ハ
目
録

表
ヘ
相
顕
置
可
申
候

但
当
役
有
商
売
之
分
役
料
之
外
金
銀
貸
預
り
出
入
、
年
サ
歩
之
利
足
ヲ
以
指
引
勘
定
可
仕
候

右
之
通
改
申
渡
候
条
可
被
相
心
得
候
、
以
上

天
明
七
丁
未

八
郎
兵
衛
高
清
判

十
二
月

八
郎
右
衛
門
高
祐
判

右
之
通
結
構
被
仰
渡
、
私
共
行
末
之
所
御
厚
被
思
召
上
難
有
奉
存
候
、
然
上
ハ
常
々
暮
シ
方
万
端
質
朴
ニ
相
心
得
、
御
定
銀
高
佐
敬
〆
ゝ

御
預
り
之
御
仕
法
急
度
相
立
候
様
可
仕
候
、
則
御
請
印
形
仕
候
以
上

京
江
戸
大
坂
惣
宿
持手
代
中
判

（

6）
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
始
ま
る
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
八
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
九
二
三
）
か
ら
は
、
「
但
し
隠
勤
者
役
柄

右
切
符

�利
付
、
内
マ
シ
〆
ゝ

�月
ツ
セ
其
余
月
マ
サ
」
と
い
う
文
言
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
二

役
料
」
の
注
（

12）
に
掲
げ
た

「
別
宅
役
料
増
減
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
天
保
一
五
年
（
弘
化
元
年
）
春
に
「
預
り
銀
マ
シ
〆
ゝ

�、
月
チ
朱
之
処
、
改
カ
朱
」
と
あ
り
、
銀
三

〇
貫
目

�の
利
率
が
、
月
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

に
始
ま
る
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
十
五
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
二
八
）
を
見
る
と
、
そ
れ
以
前
と
同
様
に

�天明
八
年
の
利
子
規

程

�が
冒
頭
に
置
か
れ
、
銀
三
〇
貫
目
ま
で
の
利
率
が
月
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
計
算
し
て
み
る
と
月
〇
・
六
パ

ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（

7）
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
八
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
九
二
三
）。
記
載
形
式
を
示
す
た
め
、
文
化
元
年
春

季
の
冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
大

西
幸
七
の
事
例
を
次
に
掲
げ
る
。

宿持手代と報酬（西坂）
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一
四
貫
八
百
七
拾
壱
匁
六
分
七
厘

大
西
幸
七

利
セ
舟
サ
シ
マ
マ
入
マ
厘

内
壱
貫
弐
拾
六
匁
四
分
渡

差
引
〆
四
貫
九
拾
八
匁
六
分

（

8）
越
後
屋
で
は
、
一
年
は
春
季
と
秋
季
に
二
分
さ
れ
る
が
、
日
数
は
均
等
で
は
な
い
。
春
季
は
正
月
か
ら
七
月
一
四
日
ま
で
、
秋
季
は
七
月
一

五
日
か
ら
十
二
月

�日
ま
で
で
あ
る
。

（

9）
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
一
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
追
九
）。
安
永
七
年
秋
季
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
吉
田
休
三
の
事
例
を
次
に
掲
げ
る
。

一
弐
百
九
拾
五
貫
目

吉
田
休
三

利
ツ
〆
ヱ
舟
ウ
マ
ヱ
入
サ

月
セ
サ

内
四
〆
七
百
九
十
三
匁
七
分
五
厘
渡

差
引
〆
弐
百
九
拾
五
貫
目

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
春
季
・
秋
季
の
預
り
銀
の
利
率
に
つ
い
て
は
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
春
季
月
〇
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
・
秋
季
月
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
②
春
季
月
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
・
秋
季
月
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
③
春
季
・
秋
季
と
も
月
〇
・
四
二
パ

ー
セ
ン
ト
、
④
春
季
・
秋
季
と
も
半
季
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
⑤
利
な
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
し
く
み
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
る
。

（

10）
注
（

5）
参
照
。

（

11）
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
三
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
一
）、「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
四
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
二
）。

（

12）
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
六
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
三
）。

（

13）
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
九
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
一
七
七
四
）
の
冒
頭
の

�天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�に
は
、
次
の
よ
う
な
下

げ
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
条
は
、
十
番
以
後
の
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
の
冒
頭
の

�天明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�に
書
き
加
え
ら
れ

て
い
る
。

但
、
元
方
役
所
勤
本
店
筋
よ
り
参
り
候
別
宅
、
死
後
是

�利
足
無
之
建
ニ
候
得
共
、
右
ニ
而
ハ
相
続
難
出
来
ニ
付
、
天
保
三
壬
辰
秋
其
断
書
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付
を
以
八
郎
右
衛
門
高
満
様
江
御
願
申
上
、
御
聞
済
被
下
候
所
左
ニ

月
マ
サ
之
内
イ
ヱ
サ
本
店
出

イ
ヱ
サ
元
方
出

右
元
方
出
候
分
望
性
合
力
利
足
請
取
之
節
、
金
方
よ
り
一
緒
ニ
認
出
し
請
取
可
申
事

（

14）
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
四
番
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
二
）。
文
化
元
年
春
季
の
冒
頭
に
あ
る
吉
田
休
三
の
事
例
を
次
に
掲
げ
る
。

元
〆
別
段
卅
一
年
、
但
シ
卅
三
回
忌

�、
其
後
利
な
し

一
百
五
拾
貫
目

吉
田
休
三

利
イ
〆
ウ
舟
サ
シ
ゝ

春
セ
朱
、
秋
セ
朱
サ

内
壱
〆
九
百
五
拾
匁
渡

差
引
〆
百
五
拾
貫
目

（

15）
石
川
正
有
（
七
兵
衛
）
に
つ
い
て
は
、
天
明
七
年
秋
季
に
は
、
利
率
が
春
季
月
利
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
季
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
天
明
八
年
春
季
か
ら
は
、
春
季
・
秋
季
と
も
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
（
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
三
井
文
庫
所
蔵

史
料

追
九
）
。
こ
の
変
化
は

�天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�に
対
応
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
石
川
正
有
は
、
文
化
三
年
（
一

八
〇
六
）
四
月
一
〇
日
に
没
す
る
。
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
四
番
の
文
化
三
年
秋
季
の
部
分
に
は
、
預
り
銀
が
全
て
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
（「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
二
）。
こ
れ
に
よ
り
、
石
川
正
有
の
名
前
は
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
か

ら
消
え
た
。

五
預
り
銀
の
蓄
積
過
程

宿
持
手
代
は
ど
れ
だ
け
の
資
産
を
形
成
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
資
産
と
し
て
は
、
家
屋
敷
な
ど
の
不
動
産
、
株
、
債
権
、
さ
ら
に

宿持手代と報酬（西坂）
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現
銀
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
も
と
よ
り

個
々
の
宿
持
手
代
の
資
産
の
総
体
は
、
三
井
側

の
経
営
史
料
か
ら
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
よ
う
な
不
完
全
さ
が
あ
る
こ
と
を
前

提
に
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
宿
持
手
代
の
資
産

の
一
分
肢
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
店
が
宿

持
手
代
か
ら
預
か
っ
て
い
る
預
り
銀
に
つ
い
て

着
目
し
た
い
。

宿
持

手
代
の

職
階
と
預

り
銀
額

宿
持
手
代

が
死
亡
ま
た
は
退
職
に
よ
っ
て
奉
公
に
終
止
符

を
打
つ
時
点
で
、
預
り
銀
の
額
は
ど
の
く
ら
い

の
額
に
達
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

当
該
の
手
代
が
死
亡
ま
た
は
退
職
し
た
年
季
の

「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
に
記
さ
れ
た
額
を
み
れ

ば
わ
か
る
。
第

20表
は
、
第

2表
に
あ
げ
た
宿

持
手
代
の
う
ち
、
こ
の
史
料
か
ら
死
亡
時
ま
た

は
退
職
時
の
預
り
銀
額
が
わ
か
る
者
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
（
大
元
方
へ
転
出
し
た
者
は
除

50

第20表 京本店子供出身の宿持手代の退職時の預り銀額
（享保5年～天保10年入店者）

最終職階 名 前 退職時の
預り銀額

最終職階の就任・退職年次 退職
事由

大元〆 向崎吉郎兵衛 190貫398匁38 寛政11年（1799）～寛政11年（1799） 死

元 〆 上島喜三兵衛 239貫471匁2 寛政11年（1799）～文政4年（1821） 死

元 〆 中塚徳次郎 184貫754匁31 文化6年（1809）～文政元年（1818） 死

元 〆 泉常右衛門 109貫878匁77 文政8年（1825）～天保2年（1831）

元 〆 市川忠三郎 233貫563匁44 安政3年（1856）～慶応元年（1865） 死

加判名代 橋井利兵衛 54貫475匁33 安永8年（1779）～安永8年（1779） 死

加判名代 橋井利兵衛 20貫133匁26 文化6年（1809）～文化14年（1817）

加判名代 �川七郎次 98貫674匁83 天保3年（1832）～天保3年（1832） 死

加判名代 井上甚三郎 29貫350匁5 安政4年（1857）～安政6年（1859） 死

加判名代 吉仲庄太郎 13貫957匁01 慶応3年（1867）～明治元年（1868） 死

元方掛名代 浅井文右衛門 34貫404匁22 文政7年（1824）～天保2年（1831）

元方掛名代格 小森伊三次 64貫315匁97 文政10年（1827）～文政11年（1827） 死

勘定名代 佐々木与三右衛門 14貫369匁44 文化8年（1811）～文化11年（1814） 死

名 代 石川七兵衛 67貫845匁99 天明3年（1783）～天明7年（1787）

名代（上之店） 家城藤吉 18貫376匁17 享和2年（1802）～文化2年（1805） 死

名 代 横江孫次郎 10貫950匁33 文化8年（1811）～文化12年（1813） 死

後 見 中西宗助 18貫858匁54 寛政6年（1794）～寛政9年（1797）

後 見 中西宗助 △19貫822匁24 享和3年（1803）～文化元年（1804） 死

通勤支配 藤田与三兵衛 16貫699匁91 寛政7年（1795）～寛政8年（1796） 死

出所）「通勤元手銀預控」（三井文庫所蔵史料 本1921～1928）、「通勤退役預銀控」（三井文庫所蔵史料

追9）。

注） 第2表にあげた別宅手代のうち、上記史料により退職時の預り銀額が判明する者を対象とする。

ただし大元方転出者を除く。△は店への負債を示す。



外
し
て
あ
る
）
。
こ
れ
を
み
る
と
、
や
は
り
大
元
〆
、
元
〆
を
つ
と
め
た
者
の
預
り
銀
の
額
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
最
も
多
い
の
は
上
嶋

喜
三
兵
衛
で
、
銀
二
三
九
貫
四
七
一
匁
余
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
泉
常
右
衛
門
は
、
銀
一
〇
九
貫
八
七
八

匁
余
で
、
元
〆
と
し
て
は
少
な
い
ほ
う
で
あ
っ
た
。
全
体
的
な
傾
向
を
み
る
と
宿
持
手
代
の
退
職
時
の
預
り
銀
は
職
階
に
相
応
し
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
が
、
仔
細
に
み
る
と
同
じ
職
階
で
も
差
が
あ
る
。
例
え
ば
加
判
名
代
に
つ
い
て
み
る
と
、

�川
七
郎
次
の
銀
九
八
貫
六
七
四
匁

余
に
対
し
て
、
吉
仲
庄
太
郎
は
銀
一
三
貫
九
五
一
匁
余
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
店
か
ら
得
た
割
銀
な
ど
の
報
酬
を
そ
の
ま
ま
預
り
銀
に
し

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
子
収
入
を
得
る
か
、
引
き
出
し
て
他
の
形
で
運
用
す
る
か
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
手
代
が
置
か
れ

た
状
況
で
異
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
宿
持
手
代
が
独
自
に
お
こ
な
っ
て
い
た
事
業
ま
た
は
投
資
形
態
が
多
様
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
（
１
）。

在
職

中
の

預
り

銀

�泉
常

右
衛

門
の

事
例

続
い
て
、
別
家
手
代
の
資
産
の
一
分
肢
と
し
て
の
預
り
銀
が
ど
の
よ
う
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く

の
か
。
個
別
の
宿
持
手
代
に
即
し
て
検
討
し
た
い
。
別
稿
で
は
幕
末
期
の
元
〆
市
川
忠
三
郎
の
預
り
銀
を
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
天

保
九
年
（
一
八
三
八
）
秋
季
に
銀
二
三
貫
七
〇
〇
匁
余
だ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
年
後
の
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
春
季
に
は
七
倍
以
上
の
銀

一
六
九
貫
九
五
〇
匁
余
に
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
期
間
に
つ
い
て
は
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
が
現
存
し
な

い
の
で
（
２
）、
ど
の
よ
う
に
増
え
て
い
っ
た
か
、
実
際
の
記
録
で
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、

泉
常
右
衛
門
を
事
例
に
預
り
銀
の
増
加
の
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
に
お
け
る
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
春
季
か
ら
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
春
季
ま
で
の
二
六
年
半
（
五
三
季
）

の
泉
常
右
衛
門
に
つ
い
て
の
記
載
を
ま
と
め
た
も
の
が

第

21表
で
あ
る
。
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
に
記
載
さ
れ
る
基
本
的
な
項
目
は
、
期
首

の
銀
額
、
そ
れ
に
つ
く
利
子
、
新
規
の
預
り
、
割
銀
預
り
、
渡
し
（
手
代
側
か
ら
み
る
と
引
出
し
）
、
そ
れ
ら
を
差
引
き
し
た
期
末
の
合
計

銀
額
で
あ
る
（
３
）。
前
節
で
検
討
し
た
割
銀
と
利
子
は
こ
の
中
に
直
接
的
に
反
映
さ
れ
る
。
し
か
し
、
役
料
は
直
接
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
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第21表 泉常右衛門の預り銀額（文化2年春季～天保2年春季）

年 季 期 首 利 子 預 り 割銀預り 渡 し 期 末 職 階

文化2年春季 7,321.88 380.74 0 0 181.71 7,520.91 後見格
（1805） 秋季＊ 7,520.91 391.09 0 4,560 0 12,472

文化3年春季 12,472 648.54 0 0 0 13,120.54 後見
（1806） 秋季 13,120.54 577.3 0 0 0 13,697.84

文化4年春季 13,697.84 712.29 0 0 0 14,410.13
（1807） 秋季 14,410.13 634.05 0 0 0 15,044.18

文化5年春季＊ 15,044.18 902.65 0 0 2,000 13,946.83
（1808） 秋季 13,946.83 613.66 0 975 0 15,535.49

文化6年春季 15,535.49 807.85 0 0 0 16,343.34
（1809） 秋季 16,343.34 719.11 0 0 2,000 15,062.45

文化7年春季 15,062.45 783.25 0 0 2,000 13,845.7
（1810） 秋季 13,845.7 609.21 0 0 0 14,454.91

文化8年春季＊ 14,454.91 867.3 0 0 0 15,322.21 名代
（1811） 秋季 15,322.21 674.18 0 4,680 0 20,676.39

文化9年春季 20,676.39 1,075.17 0 0 2,000 19,751.56
（1812） 秋季 19,751.56 869.07 0 0 2,000 18,620.63

文化10年春季 18,620.63 968.27 0 0 0 19,588.9
（1813） 秋季＊ 19,588.9 1,018.62 0 0 1,500 19,107.52

文化11年春季 19,107.52 993.59 0 0 0 20,101.11
（1814） 秋季 20,101.11 884.45 0 5,880 0 26,865.56

文化12年春季 26,865.56 1,397 0 0 0 28,262.56
（1815） 秋季 28,262.56 1,243.55 1,000 0 379.99 30,126.12

文化13年春季 30,126.12 1,563.42 1,000 0 2,472.57 30,216.97 勘定名代
（1816） 秋季 30,216.97 1,565.88 1,000 0 3,546.71 29,230.61

文化14年春季 29,230.61 1,520.28 0 0 868.11 29,888.31
（1817） 秋季 29,888.31 1,315.9 806.19 6,885 0 38,894.59

文政元年春季 38,894.59 1,801.04 0 0 7,054.51 33,641.12
（1818） 秋季 33,641.12 1,403.45 0 0 7,447.74 27,596.83

文政2年春季＊ 27,596.83 1,655.81 1,412.11 0 0 30,664.75
（1819） 秋季 30,664.75 1,335.24 527.54 0 0 32,527.53

文政3年春季 32,527.53 1,628.5 272.6 0 0 34,428.63
（1820） 秋季 34,428.63 1,421.5 641.99 11,430 0 47,922.12

文政4年春季 47,922.12 2,045.69 0 0 4,939.1 45,028.71 元方掛名代
（1821） 秋季 45,028.71 1,664.46 0 0 914.53 45,778.64

文政5年春季＊ 45,778.64 2,293.09 954.07 0 0 49,025.8
（1822） 秋季 49,025.8 1,756.07 0 0 235.38 50,546.49

文政6年春季 50,546.49 2,116.81 0 0 126.92 52,536.38
（1823） 秋季 52,536.38 1,836.53 93.07 14,702 0 69,167.98

文政7年春季＊ 69,167.98 2,621.45 0 0 830.25 70,959.18
（1824） 秋季 70,959.18 2,670 0 0 453.98 73,175.2



第

21表
に
お
い
て
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
春
季
の
期
首
に
は
銀
七
貫
三
二
一

匁
余
だ
っ
た
も
の
が
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
春
季
期
末
に
は
、
銀
一
〇
九
貫
八

七
八
匁
余
に
な
っ
て
お
り
、
宿
持
手
代
と
し
て
つ
と
め
た
二
六
年
半
の
間
に
預
り
銀

が
一
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。
第

3図
は
、
各
年
の
春
季
期
首
の
預
り
銀
額
の
増
加
の

様
子
を
グ
ラ
フ
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
順
調
に
増
え
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
が
、

特
に
文
化
九
年
、
同
一
二
年
、
文
政
元
年
、
同
四
年
、
同
七
年
と
、
三
年
ご
と
に
預

り
銀
が
顕
著
に
増
加
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る

増
加
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
預
り
銀
額
は
、
①
半
季
ご
と
の
利
子
、
②

割
銀
、
③
そ
の
他
、
に
よ
っ
て
増
加
す
る
。

①
利
子
に
つ
い
て
。
第

21表
か
ら
は
毎
季
確
実
に
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五
三
季
分
の
利
子
の
総
額
を
計
算
す
る
と
、
銀
八
六
貫
六
九
六
匁
七
分
九
厘
に
達
す

る
。
前
節
の

�天
明
八
年
の
利
子
規
程

�（
第

16表
）
に
よ
れ
ば
、
預
り
銀
三
〇
貫

目
ま
で
は
、
職
階
に
か
か
わ
り
な
く
、
月
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
が
つ
く
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
利
子
は
春
季
・
秋
季
の
半
年
ご
と
に
つ
く
。
第

21表
の
文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）
の
春
季
・
秋
季
の
利
率
を
計
算
す
る
と
、
さ
き
に
第

17表
で
検
討
し

た
よ
う
に
春
季
分
（
六
・
五
ヵ
月
）
が
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
ま
た
秋
季
分
（
五
・

五
ヵ
月
）
が
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
閏
月
が
あ
る
年
に
つ
い
て
は
、

そ
の
閏
月
が
あ
る
ほ
う
の
半
年
の
利
子
に
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
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53

年 季 期 首 利 子 預 り 割銀預り 渡 し 期 末 職 階

文政8年春季 73,175.2 2,730.05 112.9 0 0 76,018.15 加判名代
（1825） 秋季 76,018.15 2,374.74 0 0 760.15 77,632.74

文政9年春季 77,632.74 2,850.85 0 0 2,790.72 77,692.87 元〆
（1826） 秋季 77,692.87 2,413.12 0 22,000 9,331.78 92,774.21

文政10年春季＊ 92,774.21 3,761.7 0 0 18,668.37 77,867.54
（1827） 秋季 77,867.54 2,417.58 0 0 16,305.5 63,979.62

文政11年春季 63,979.62 2,480.85 0 0 2,613.64 63,846.83
（1828） 秋季 63,846.83 2,095.77 0 0 1,656.44 64,286.16

文政12年春季 64,286.16 2,480.16 73.93 0 0 66,849.25
（1829） 秋季 66,849.25 2,164.59 523.57 33,849 0 103,386.41

天保元年春季＊ 103,386.41 4,093.33 212.39 0 0 107,692.13
（1830） 秋季 107,692.13 3,100.71 0 0 81.51 110,711.33

天保2年春季 110,711.33 3,747.28 0 0 4,579.84 109,878.77

出所）「通勤元手銀預控」（三井文庫所蔵史料 本1923～1927）。

注） 単位は銀匁。［年季］のうち＊印がついたものは、閏月が含まれることを示す。



る
。第

21表
に
よ
る
と
、
泉
常
右
衛
門
の
預
り
銀
は
、
文
化
一

三
年
（
一
八
一
六
）
春
季
に
、
銀
三
〇
貫
目
を
こ
え
る
。
銀

三
〇
貫
目
を
こ
え
た
部
分
に
は
、
職
階
に
よ
っ
て
上
限
が
異

な
る
が
（
第

16表
参
照
）
、
一
年
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子

が
つ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第

21表
か
ら
、
銀
三
〇
貫
目

を
こ
え
た
額
に
つ
い
て
計
算
す
る
と
、
春
季
半
年
分
の
利
率

は
さ
き
に
第

17表
で
検
討
し
た
よ
う
に
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

秋
季
半
年
分
の
利
率
は
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

閏
月
が
あ
る
年
に
つ
い
て
は
、
そ
の
閏
月
が
あ
る
ほ
う
の
半

年
の
利
子
に
、
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

②
割
銀
預
り
に
つ
い
て
。
九
回
に
わ
た
っ
て
計
上
さ
れ
、
総

計
は
銀
一
〇
四
貫
九
六
一
匁
に
な
る
。
割
銀
の
対
象
と
な
る

期
間
と
割
銀
が
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
に
計
上
さ
れ
る
時
期

と
の
間
に
は
三
年
の
ず
れ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
秋
季
計
上
分
は
、
常
右
衛
門
が
支
配
役
だ
っ

た
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）

ま
で
の
期
間
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
文
化
五
年

54

第3図 泉常右衛門の預り銀（文化2年～天保2年）

出所） 第21表より作成。



（
一
八
〇
八
）
秋
季
計
上
分
が
少
な
い
の
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
常
右
衛
門
が
支
配
を
退
役
し
た
あ
と
後
見
格
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
に
勤

務
の
空
白
期
間
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
九
回
の
計
上
額
は
、
第

14表
、
第

15表
に
記
載
さ
れ
た
額
と
一
致
す
る
。
な
お
第

15表
の
う

ち
、
最
後
の
二
回
の
分
の
計
上
は
、
天
保
二
年
の
退
職
後
と
な
る
の
で
、
第

21表
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
（
第

22表
参
照
）
。
ち
な
み
に

第

3図
を
み
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
化
九
年
、
同
一
二
年
、
文
政
元
年
、
同
四
年
、
同
七
年
と
、
三
年
ご
と
に
預
り
銀
の
額
が

増
え
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
前
年
秋
季
に
割
銀
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

③
そ
の
他
の
「
預
り
」
に
つ
い
て
。
五
三
季
の
う
ち
一
四
季
に
、
あ
わ
せ
て
銀
八
貫
六
三
〇
匁
三
分
六
厘
が
預
け
ら
れ
て
い
る
。
役
料
の
使

い
残
し
が
預
け
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
資
金
な
の
か
は
、
史
料
に
注
記
が
な
い
の
で
そ
の
仔
細
は
不
明
で
あ
る
。

一
方
、
預
り
銀
額
を
減
ら
す
の
は
「
渡
し
」
で
あ
る
。
五
三
季
の
う
ち
二
八
季
に
、
あ
わ
せ
て
銀
九
七
貫
七
三
九
匁
四
分
五
厘
が
引
き
渡

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
の
春
季
・
秋
季
に
あ
わ
せ
て
銀
三
四
貫
九
七
三
匁
余
が
渡
さ
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。

預
り
銀
は
、
特
別
な
出
費
（
例
え
ば
家
屋
敷
の
購
入
な
ど
）
に
よ
り
半
季
ご
と
の
役
料
で
賄
い
き
れ
な
い
場
合
に
、
引
き
出
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
具
体
的
に
何
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
は
、
史
料
に
注
記
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。

退
職

後
の

預
り

銀

�泉
常

右
衛

門
の

事
例

泉
常
右
衛
門
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
正
月
二
八
日
に
退
職
し
た
。
「
通
勤
元
手
銀
預

控
」
の
最
終
額
（
銀
一
〇
九
貫
八
七
八
匁
七
分
七
厘
）
は
、
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
と
い
う
帳
簿
に
移
さ
れ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
通
勤
退
役
銀
預
控
」
に
記
載
さ
れ
る
基
本
的
な
項
目
は
、「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
と
同
様
、
期
首
の
銀
額
、
そ
れ
の
利
子
、
新
規
の
預
り
、

渡
し
（
手
代
か
ら
み
る
と
引
出
し
）
、
そ
れ
ら
を
差
引
き
し
た
期
末
の
合
計
銀
額
で
あ
る
（
４
）。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
秋
季
か
ら
天
保
一
二

年
（
一
八
四
一
）
秋
季
ま
で
を
ま
と
め
た
の
が

第

22表
で
あ
る
。
そ
の
後
、
記
録
が
欠
け
て
い
る
一
六
ヵ
年
の
間
を
お
い
て
、
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
春
季
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
六
）
秋
季
ま
で
を
ま
と
め
た
の
が
第

23表
で
あ
る
。

第

22表
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
退
職
後
も
預
り
銀
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宿
持
手
代
の
預
り
銀
の
増
加
は
退
職
で
終
止

宿持手代と報酬（西坂）
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符
が
打
た
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
泉
常
右
衛
門
は
、

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
一
〇
月
三
日
に
六
九
歳
で

没
し
て
い
る
が
（
５
）、
そ
の
後
も
預
り
銀
は
増
え
て
い
る
。

退
役
時
の
銀
一
〇
九
貫
八
七
八
匁
余
が
、
一
〇
年
後

の
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
秋
季
に
は
、
銀
一
七

九
貫
〇
四
九
匁
余
に
増
え
て
い
る
。
第

4図
は
、
各

年
の
春
季
期
首
の
預
り
銀
額
を
グ
ラ
フ
に
示
し
た
も

の
で
あ
る
。

預
り
銀
の
増
加
は
、
ま
ず
、
毎
季
に
計
上
さ
れ
る

利
子
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
第

22表
か
ら

一
〇
年
半
（
二
一
季
）
の
利
子
の
総
額
を
計
算
す
る

と
、
銀
五
七
貫
五
六
五
匁
五
分
三
厘
に
達
す
る
。
か

な
り
大
き
な
額
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

�天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�（
第

18表
）
で
は

利
子
が
つ
く
の
は
「
後
家
相
続
之
分
」
な
ど
当
人
の
死
亡
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
実
際
に
は
存
命
中
の
退
役
の
場
合

も
利
子
が
つ
く
。
常
右
衛
門
の
預
り
銀
の
場
合
も
、
退
職
後
す
ぐ
に
利
子
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第

22表
か
ら
計
算
す
る
と
、
天
保
二
年

（
一
八
三
一
）
秋
季
半
年
分
の
利
率
は
一
・
九
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
春
季
半
年
分
の
利
率
は
二
・
二
七
五
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
る
。
一
ヵ
月
に
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
計
算
に
な
る
。
こ
れ
は
第

18表
の
規
程
で
の
「
後
家
相
続
之
分
」
に
相
当
す
る
利
率
で

56

第22表 泉常右衛門の預り銀額（天保2年秋季～天保12年秋季）

年 季 期 首 利 子 預 り 渡 し 期 末

天保2年秋季 109,878.77 2,115.17 0 3,106.61 108,887.33

天保3年春季 108,887.33 2,477.19 0 2,873.61 108,490.91
（1832） 秋季＊ 108,490.91 2,468.17 37,900 2,726.68 146,132.4

天保4年春季 146,132.4 2,957.5 0 2,214.39 146,875.51
（1833） 秋季 146,875.51 2,502.5 0 2,779.93 146,598.08

天保5年春季 146,598.08 2,957.5 0 9,248.91 140,306.67
（1834） 秋季 140,306.67 2,502.5 0 2,423.7 140,385.47

天保6年春季 140,385.47 2,957.5 0 2,260.9 141,082.07
（1835） 秋季＊ 141,082.07 2,957.5 16,950 2,289.15 158,700.42

天保7年春季 158,700.42 2,957.5 0 2,073.1 159,584.82
（1836） 秋季 159,584.82 2,502.5 0 2,736.22 159,351.1

天保8年春季 159,351.1 2,957.5 0 3,172.05 159,136.55
（1837） 秋季 159,136.55 2,502.5 0 2,571.18 159,067.87

天保9年春季＊ 159,067.87 3,412.5 0 3,086.84 159,393.53
（1838） 秋季 159,393.53 2,502.5 23,000 4,171.09 180,724.94

天保10年春季 180,724.94 2,957.5 0 2,857.68 180,824.76
（1839） 秋季 180,824.76 2,502.5 0 3,304.25 180,023.01

天保11年春季 180,023.01 2,957.5 0 3,070.95 179,909.56
（1840） 秋季 179,909.56 2,502.5 0 2,905.86 179,506.2

天保12年春季＊ 179,506.2 3,412.5 0 5,334.49 177,584.21
（1841） 秋季 177,584.21 2,502.5 0 2,903.66 179,049.05

出所）「通勤退役預銀控」（三井文庫所蔵史料 続1774、続1775）。

注） 単位は銀匁。［年季］のあとの＊印は閏月が含まれていることを示す。



あ
る
。

第
22表

を
み
る
と
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
春
季
以
降
の
利
子
は
、
春
季
は
二
貫
九
五
七
匁
五
分
、
秋
季
は
二
貫
五
〇
二
匁
五
分
と
い
う

一
定
値
を
示
す
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
預
り
銀
の
総
額
が
、
元
〆
の
預
り
銀
の
利
子
つ
き
上
限
額
、
銀
一
三
〇
貫
目
を
こ
え
た
こ
と
に
よ
る
。

銀
に
対
す
る
利
子
を
計
算
す
る
と
、
春
季
の
利
子
二
貫
九
五
七
匁
五
分
は
、
銀
一
三
〇
貫
目
の
二
・
二
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
季
の
利
子
二

貫
五
〇
二
匁
五
分
は
一
・
九
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
額

で
あ
る
。
閏
月
が
あ
る
年
に
つ
い
て
は
、
そ
の
閏
月

が
あ
る
ほ
う
の
半
年
の
利
子
に
、
〇
・
三
五
パ
ー
セ

ン
ト
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

預
り
銀
の
増
加
の
要
因
の
も
う
ひ
と
つ
は
、
新
規

の
預
り
で
あ
る
。
第

4図
を
み
る
と
、
天
保
四
年
、

同
七
年
、
同
一
〇
年
に
預
り
銀
額
が
大
き
く
伸
び
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
天
保
三
年
（
一
八
三

二
）
秋
季
、
同
六
年
秋
季
、
同
九
年
秋
季
に
預
り
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
三
季
で
合
計
銀
七
七
貫

八
五
〇
匁
に
達
す
る
。
こ
の
う
ち
、
天
保
三
年
、
同

六
年
の
預
り
は
、
第

15表
の
う
ち
、
「
文
政
一
三
寅

春
」
「
天
保
四
巳
春
」
分
の
割
銀
に
相
当
す
る
。
天

保
九
年
の
預
り
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
に
泉
常
右
衛

宿持手代と報酬（西坂）
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第23表 泉常右衛門の預り銀額（安政5年春季～明治元年春季）

年 季 期 首 利 子 預 り 渡 し 期 末

安政5年春季 163,290.55 0 0 4,076.68 159,213.87
（1858） 秋季 159,213.87 0 0 4,600.4 154,613.46

安政6年春季 154,613.46 0 0 2,831.73 151,781.73
（1859） 秋季 151,781.73 0 0 8,826.25 142,955.48

万延元年春季 142,955.48 0 0 2,797.29 140,158.19
（1860） 秋季 140,158.19 0 0 2,797.05 137,361.14

文久元年春季 137,361.14 0 0 2,836.92 134,524.22
（1861） 秋季 134,524.22 0 0 3,163.49 131,360.73

文久2年春季 131,360.73 0 0 2,775.9 128,584.83
（1862） 秋季 128,584.83 0 0 3,019.07 125,565.76

文久3年春季 125,565.76 0 0 3,035.07 122,530.69
（1863） 秋季 122,530.69 0 0 3,182.22 119,342.47

元治元年春季 119,342.47 0 0 3,236.43 116,106.04
（1864） 秋季 116,106.04 0 0 3,941.35 112,164.69

慶応元年春季 112,164.69 0 0 3,685.8 108,478.89
（1865） 秋季 108,478.89 0 0 3,865.41 104,613.48

慶応2年春季 104,613.48 0 0 3,860.93 100,752.55
（1866） 秋季 100,752.55 0 0 6,611.17 94,141.38

慶応3年春季 94,141.38 0 0 3,571.74 90,569.64
（1867） 秋季 90,569.64 0 0 3,515.04 87,054.6

明治元年春季 87,054.6 0 0 3,323.85 83,730.75
（1868） 秋季 83,730.75 0 0 2,890.6 80,840.15

出所）「通勤退役預銀控」（三井文庫所蔵史料 続1776、続1777）。

注） 単位は銀匁。



門
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
事
情
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
渡
し
を
み
る
と
、
こ
ち
ら
は
毎
季
に
引
き
渡

さ
れ
て
い
る
。
一
〇
年
半
（
二
一
季
）
の
総
額
を
計
算
す
る
と

六
八
貫
一
一
一
匁
二
分
五
厘
で
あ
る
。
一
季
平
均
で
銀
三
貫
二

四
三
匁
余
と
な
る
。
退
職
後
は
、
そ
れ
ま
で
支
給
さ
れ
て
い
た

役
料
が
な
く
な
る
の
で
、
預
り
銀
か
ら
の
引
渡
し
（
遺
族
の
側

か
ら
み
る
と
「
引
出
し
」
）
が
、
常
右
衛
門
と
そ
の
家
族
の
家

業
を
維
持
し
生
活
を
賄
う
上
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
現
代
に
引
き
つ
け
て
み
れ
ば
、
退
職
後
の
年
金
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第

22表
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
秋
季
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
が
残
っ
て
い
な
い
期
間
に
入
っ
た
た

め
で
あ
る
。
そ
の
後
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
春
季
か
ら
ま
た
、
同
史
料
が
残
っ
て
い
る
期
間
と
な
る
（
第

23表
）
。
安
政
五
年
（
一
八

五
八
）
春
季
の
時
点
で
、
第

22表
か
ら
一
六
ヵ
年
た
っ
て
い
る
が
、
預
り
銀
の
額
は
一
六
三
貫
二
九
〇
匁
余
も
残
っ
て
い
る
（
６
）。
そ
の
後
、
預

り
銀
は
一
貫
し
て
減
少
し
続
け
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
秋
季
に
は
銀
八
二
貫
四
四
四
匁
三
分
九
厘
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
第

23表
か
ら
は
、
冒
頭
の
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
春
季
の
時
点
で
す
で
に
、
利
子
の
計
上
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

前
節
「
四

預
り
銀
の
利
子
」
で
み
た
通
り
、
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
六
番
以
降
の
改
訂
規
程
「
廿
六
年
目
よ
り
役
柄
之
不
及
差
別
一
統
利

な
し
」
が
適
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
春
季
は
、
退
職
か
ら
二
八
年
目
、
死
亡
か
ら
二
一
年
目
で
あ
る
。

「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
に
記
さ
れ
た
年
数
「
廿
六
年
目
」
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
年
を
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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第4図 泉常右衛門預り銀（天保3年

～同12年）

出所） 第22表より作成。



新
規
の
預
り
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
渡
し
は
毎
季
み
ら
れ
る
。
一
一
年
間
の
渡
し
総
額
は
、
銀
八
二
貫
四
四
四
匁
三
分
九
厘

で
、
一
季
平
均
で
銀
三
貫
七
四
七
匁
余
と
な
っ
て
い
る
。
第

5図
は
、
各
年
の
春
季
期
首
の
預
り
銀
額
の
変
化
の
様
子
を
グ
ラ
フ
に
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
一
直
線
に
減
り
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治

維
新

以
後

の
措

置

�上
嶋

喜
三

兵
衛

の
事

例
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
秋
季
ま
で
記
載
が
あ
る
。
そ

の
時
点
で
の
泉
常
右
衛
門
（
法
名
俊
義
）
の
預
り
銀
と
し
て
は
、
銀
八
二
貫
四
四
四
匁
三
分
九
厘
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
あ
と

ど
う
な
っ
た
か
。
預
り
銀
は
、
ひ
と
り
泉
常
右
衛
門
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
宿
持
手
代
の
預
り
銀
は
全
体
と
し
て
は
莫
大
な
額
に
な
る
（
７
）。
そ

れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
か
は
、
三
井
の
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
過
程
を
解
明
す
る
う
え
で
、
大
き
な
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
本
店
一
巻
の
史
料
の
中
に
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
ど
う
処
理
し
た
か
を
明
示
す
る
も
の
は
な
い
（
８
）。

こ
の
問
題
を
解
明
す
る
上
で
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
宿
持
手
代
の
側
に
残
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
寛
政
か
ら
文

政
期
に
か
け
て
元
〆
を
勤
め
た
上
嶋
喜
三
兵
衛
（
第

2表
・
第

20表
参
照
）
の
家
文
書
（
上
嶋
家
文
書
）
が
伝
存
し
て
い
る
。

�口
知
子
氏
の
史
料
紹
介
に
よ
る
と
、
上
嶋
喜
三
兵
衛
（
初
代

七
郎
兵
衛
）
の
預
り
銀
は
、
明
治
に
な
っ
て
も
三
越
呉
服
店
に

引
き
継
が
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
示
す
明
治
期
の
帳
簿
が
上
嶋
家

文
書
の
う
ち
に
存
在
す
る
（
９
）。
さ
ら
に

�口
知
子
氏
の
御
教
示
に

よ
れ
ば
、
そ
の
帳
簿
「
功
々
金
下
渡
受
帳
」
（
上
嶋
家
文
書
）

に
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
十
一
月
付
け
の
「
記
置
」
と

題
し
た
上
嶋
七
郎
兵
衛
（
四
代
目
、
喜
三
兵
衛
の
曾
孫
）
の
メ
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第5図 泉常右衛門預り銀（安政5～

明治元年）

出所） 第23表より作成。



モ
書
き
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
記
置
」
に
は
、
上
嶋
喜
三
兵
衛
の
預
り
銀
に
つ
い
て
、
上
嶋
七
郎
兵
衛
（
四
代
目
）
が
三
越
呉
服
店

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
一
二
〇
〇
両
ほ
ど
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
二
五
ヵ
年
で
七
郎
兵
衛
へ
割
り
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
越
後
屋
側
の
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
十
五
番
（

�）で
は
、
上
嶋
喜
三
兵
衛
の
預
り
銀
は
、
明
治
元
年

秋
季
の
時
点
で
銀
七
二
貫
三
六
一
匁
余
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
お
よ
そ
一
二
〇
〇
両
と
な
り
、

「
記
置
」
の
記
述
と
符
合
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
功
々
金
下
渡
受
帳
」（
上
嶋
家
文
書
）
自
体
に
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
八
月
か
ら

同
四
三
年
二
月
ま
で
の
間
に
二
六
回
に
わ
た
っ
て
九
九
九
円
が
下
げ
渡
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
上
嶋
喜
三
兵
衛
の
事
例
か
ら
み
れ
ば
、
京
本
店
の
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
に
記
さ
れ
た
宿
持
手
代
の
預
り
銀
は
、
三
越
呉
服

店
に
引
き
継
が
れ
、
請
求
が
あ
れ
ば
宿
持
手
代
の
子
孫
に
渡
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（

1）
宿
持
手
代
の
自
分
商
売
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
京
都
に
勤
め
て
い
る
手
代
の
な
か
で
自
分
営
業
を
し
て
い
た

者
一
二
人
に
つ
い
て
の
状
況
が
知
ら
れ
て
い
る
（『
三
井
事
業
史
本

�一
』
二
六
一
・
二
六
二
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
後
、
前
節
の
注
（

5）
に
挙

げ
た
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
一
二
月
の
「
御
申
渡
書
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
本
一
一
六
二

�九）
で
は
、
元
方
掛
名
代
以
上
に
つ
い
て
の

み
自
分
商
売
が
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
筆
者
の
前
稿
「
京
本
店
元
〆
市
川
忠

三
郎
奉
公
履
歴
（
続
）
」
で
は
、
幕
末
期
に
元
〆
を
勤
め
た
市
川
忠
三
郎
に
つ
い
て
、
無
商
売
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
た
。
そ
れ
は
明
治

一
五
年
（
一
八
八
二
）「
西
京
相
続
講
中
履
歴
一
綴
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
別
二
五
七
〇
）
に
お
い
て
忠
三
郎
の
娘
な
か
の
職
業
が
「
雑
業
」

と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
家
業
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
の
注
（

2）
で
ふ
れ
、
本
節
で
も
取

り
上
げ
た
上
嶋
喜
三
兵
衛
（
＝
初
代
七
郎
兵
衛
）
に
つ
い
て
は
、
勤
務
期
間
中
に
銀
箔
仲
買
仲
間
の
箔
株
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が

（

�口
知
子
「
越
後
屋
別
家
上
嶋
家
文
書
」
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
九
号
、
一
四
九
ペ
ー
ジ
他
）、
喜
三
兵
衛
自
身
が
実
際
に
ど
の
程
度
か
か
わ

っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
宿
持
手
代
の
勤
務
期
間
中
の
自
分
商
売
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
い
た
解
明
が
必
要
で
あ
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る
。

（
2）

「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
は
享
保
一
六
年
か
ら
宝
暦
一
二
年
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
か
ら
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）、
安
政
五
年
（
一
八
五

八
）
～
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
期
間
の
分
が
現
存
し
て
い
る
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
〇
、
本
一
九
二
〇
～
一
九
二
八
）。

（

3）
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
春
季
に
お
け
る
泉
新
九
郎
（
＝
常
右
衛
門
）
の
部
分
は
以
下
の
通
り
（
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」
三
井
文
庫
所
蔵
史

料
本
一
九
二
三
）。

一
七
〆
三
百
弐
拾
壱
匁
八
分
八
厘

泉
新
九
郎

利
マ
舟
チ
シ
ゝ
ヱ
入
ツ

内
百
八
拾
壱
匁
七
分
壱
厘
渡

差
引
〆
七
貫
五
百
弐
拾
匁
九
分
壱
厘

（

4）
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
秋
季
の
泉
常
右
衛
門
の
部
分
は
以
下
の
通
り
（「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
四
）。

元
〆
一
年
舟
マ
シ
ゝ
建

一
百
九
貫
八
百
七
拾
八
匁
七
分
七
厘

泉
常
右
衛
門

リ
セ
〆
舟
シ
サ
イ
入
ヱ
リ
ン

春
秋
マ
サ

内
三
貫
百
六
匁
六
分
壱
厘
渡

指
引
〆
百
八
貫
八
百
八
拾
七
匁
三
分
三
厘

（

5）
「
本
店
筋
三
都
店
々

�元
方
松
坂
店
大
元
〆
ヨ
リ
通
勤
支
配

�死
去
之
者
法
名

�姓
名
録
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
九
九
四
）
。
な
お
天

保
九
年
（
一
八
三
八
）
秋
季
の
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
三
一
〇
一
）
の
「
払
方
」
の
中
に
「
銀
四
拾
三
匁

泉
常

右
衛
門
死
去
香
奠
」
と
い
う
項
目
が
み
ら
れ
る
。

（

6）
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
春
季
の
泉
俊
義
（
常
右
衛
門
）
の
部
分
は
以
下
の
通
り
（
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
一
七

七
六
）
。

元
〆
廿
八
年

宿持手代と報酬（西坂）
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一
百
六
拾
三
貫
弐
百
九
拾
匁
五
分
五
厘

泉
俊
義

内
四
貫
七
拾
六
匁
六
分
八
厘
渡

無
利

〆
百
五
拾
九
貫
弐
百
拾
三
匁
八
分
七
厘

（

7）
「
通
勤
元
手
銀
預
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
七
）
に
よ
る
と
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
秋
季
に
は
泉
俊
儀
を
含
め
て
六
九
人

が
記
さ
れ
、
期
末
の
預
り
銀
の
総
額
は
、
銀
二
七
三
五
貫
二
五
五
匁
一
分
八
厘
に
な
っ
て
い
る
。

（

8）
三
井
家
の
家
業
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
両
替
店
一
巻
が
、
明
治
に
は
い
っ
て
か
ら
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
粕
谷
誠
氏

の
研
究
が
あ
る
（
粕
谷
誠
『
豪
商
の
三
井

�三
井
家
の
家
業
再
編
過
程
の
分
析
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
西
京
両
替
店
が
西
京
御
用
所
に
合
併
さ
れ
る
際
に
は
、
両
替
店
の
「
別
宅
共
当
座
預
」
な
ら
び
に
「
手
代
望
性
其

外
預
」
が
御
用
所
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
同
書
一
八
ペ
ー
ジ
）。

（

9）

�口
知
子
「
越
後
屋
別
家
上
嶋
家
文
書
」
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
九
号
、
一
九
九
五
年
）
一
五
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

（

10）
「
通
勤
退
役
預
銀
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
続
一
七
七
七
）。
こ
こ
で
、
喜
三
兵
衛
は
、
法
名
の
「
祖
弘
」
で
記
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
三
井
越
後
屋
京
本
店
の
宿
持
手
代
の
報
酬
に
つ
い
て
、
①
役
料
、
②
割
銀
、
③
預
り
銀
の
利
子
と

い
う
三
つ
の
柱
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
報
酬
の
種
類
ご
と
に
支
給
額
の
規
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
加
え
、
個
別
的
な
事
例
に

即
し
て
、
実
際
に
支
給
さ
れ
た
額
を
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

報
酬
の
規
程
と
し
て
は
、
①
役
料
に
つ
い
て
は

�

寛
政
二
年
の
役
料
規
程

�（
第

3表
）、
②
割
銀
に
つ
い
て
は
享
保
一
六
年
「
名
目
役
歩

株
規
矩
録
（
第

13表
）
、
③
預
り
銀
の
利
子
に
つ
い
て
は

�天
明
八
年
の
利
子
規
程

�（
第

16表
）
、

�天
明
八
年
の
死
後
利
子
規
程

�（
第

18
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表
）
が
、
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
基
本
的
な
規
程
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。

実
際
の
個
別
的
な
事
例
と
し
て
は
、
元
〆
・
泉
常
右
衛
門
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
。
彼

が
宿
持
手
代
で
あ
っ
た
時
期
の
二
七
年
間
（
文
化
二
年
か
ら
天
保
二
年
）
に
得
た
報
酬
額

を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
役
料
に
つ
い
て
。
泉
常
右
衛
門
が
文
化
二
年
春
季
か
ら
天
保
元
年
秋
季
ま
で
に
得
た
役

料
の
額
を
ま
と
め
る
と
、
銀
一
四
八
貫
一
九
五
匁
一
分
に
達
す
る
（
第

9表
）。

②
割
銀
に
つ
い
て
。
文
化
二
年
か
ら
天
保
二
年
の
時
期
に
相
当
す
る
分
の
割
銀
と
し
て
、

泉
常
右
衛
門
が
得
た
銀
額
は
、
合
計
銀
一
五
五
貫
二
五
一
匁
に
達
す
る
（
第

14表
・
第

15

表
）。

③
預
り
銀
の
利
子
に
つ
い
て
。
泉
常
右
衛
門
が
文
化
二
年
春
季
か
ら
天
保
二
年
春
季
ま
で

に
得
た
、
利
子
の
総
額
を
計
算
す
る
と
、
銀
八
六
貫
六
九
六
匁
七
分
九
厘
に
達
す
る
（
第

21表
）。

こ
れ
ら
の
役
料
・
割
銀
・
預
り
銀
の
利
子
の
三
種
を
合
計
す
る
と
、
銀
三
九
〇
貫
一
四

三
匁
余
と
な
っ
た
。
金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
で
計
算
す
る
と
、
金
六
五
〇
二
両
余
に
相
当
す

る
額
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
常
右
衛
門
が
住
込
み
手
代
と
別
宅
手
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
取
得
し
た

報
酬
を
ま
と
め
た
も
の
が
第

24表
で
あ
る
。
宿
持
手
代
の
二
七
年
間
に
得
た
報
酬
総
額
は
、

宿持手代と報酬（西坂）
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第24表 泉常右衛門が住込期・宿持期に得た報酬額

住込期・26年
（安永6～享和2）

宿持期・27年
（文化2春～天保2春）

cf.退職後・11年
（天保2秋～同12秋）

年褒美 855匁 � �

役料・小遣い 12貫300匁 148貫195匁1分 �

割 銀 10貫805匁 155貫251匁 �

望性銀 19貫000匁 � �

預り銀の利子 � 86貫696匁7分9厘 57貫565匁5分3厘

合 計 銀42貫960匁 銀390貫143匁8分9厘 銀57貫565匁5分3厘

出所） 第9表、第10表、第14表、第15表、第21表、第22表より作成。

注） 1.住込期のうち安永6年から同9年までの4年間は無報酬。

2.「割銀」は「通勤元手銀預控」等に計上された時点ではなく、割銀の対象とさ

れた時期によって区分した。

3.退職後の「預り銀の利子」は定められた25年分のうち、金額があきらかな10.5

年分。



住
込
み
手
代
の
二
六
年
間
に
得
た
報
酬
の
九
倍
に
な
る
。
最
終
的
に
、
泉
常
右
衛
門
は
、
住
込
み
手
代
期
・
宿
持
手
代
期
に
あ
わ
せ
て
銀
四

三
三
貫
一
〇
三
匁
余
を
主
家
か
ら
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
第

24表
に
付
け
加
え
た
よ
う
に
、
退
職
後
も
在
職
時
に
蓄
積
し
た
預
り

銀
の
利
子
と
し
て
一
〇
年
余
の
間
だ
け
で
銀
五
七
貫
五
六
五
匁
余
を
得
て
い
た
（
第

22表
）。

近
世
社
会
は
、
自
営
業
を
基
本
と
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
分
の
経
営
を
持
た
ず
他
人
に
使
役
さ
れ
る
奉
公
人
は
マ
イ
ナ
ー
な
存

在
で
あ
っ
た
。
宿
持
手
代
は
、
住
込
み
で
は
な
い
が
、
奉
公
人
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
、
自
分
自
身
の
経
営
に
よ

る
の
で
は
な
い
、
主
家
か
ら
の
報
酬
に
よ
っ
て
蓄
財
を
な
し
え
た
越
後
屋
の
宿
持
手
代
の
あ
り
よ
う
は
、
近
世
社
会
に
お
け
る
被
傭
者
と
し

て
は
極
限
的
な
、
稀
有
な
事
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

主
家
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
越
後
屋
の
よ
う
な
多
店
舗
で
多
く
の
奉
公
人
を
抱
え
る
大
経
営
を
成
り
立
た
せ
る
に
は
、
主
家
に
替
わ
っ
て

実
際
に
経
営
を
担
っ
て
い
く
有
能
な
奉
公
人
が
必
要
で
あ
る
。
宿
持
手
代
に
対
す
る
報
酬
は
、
彼
ら
の
忠
誠
を
調
達
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

経
費
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
な
越
後
屋
の
宿
持
手
代
の
報
酬
の
格
段
の
多
さ
は
、
彼
ら
の
経

営
に
お
け
る
関
与
が
、
単
な
る
管
理
業
務
に
と
ど
ま
ら
な
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
そ
の
関
与
の
実
態
の
解

明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
）。

一
方
で
、
宿
持
手
代
へ
の
報
酬
は
、
越
後
屋
の
経
営
に
と
っ
て
は
固
定
的
な
経
費
と
し
て
重
い
負
担
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ

る
。
そ
の
た
め
幕
末
の
経
営
難
の
中
に
お
い
て
、
宿
持
手
代
の
役
料
の
削
減
が
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
物
価
高
を
理
由
に
割
増
が

行
わ
れ
る
な
ど
、
削
減
措
置
は
貫
徹
し
な
か
っ
た
。
宿
持
手
代
に
依
存
す
る
経
営
体
制
で
あ
る
以
上
、
削
減
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
越
後
屋
に
お
い
て
は
、
宿
持
手
代
の
厚
遇
が
、
近
世
を
通
じ
て
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
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